
北信ブロック生活排水対策構想 

 

１ 地理的特徴 

県の最北部に位置する全国有数の豪雪地帯です。雪国としての特性を生かして、志賀高原、

野沢温泉、斑尾高原などに代表されるウィンタースポーツの基地として、また、湯田中、渋、野

沢など温泉資源に恵まれた観光地として発展してきました。 

東は上信越高原国立公園の志賀高原を境に群馬県と新潟県に、西と北部は山並みを境に新潟

県に接し、圏域の西部を北上する千曲川に沿って集落が形成されています。 

 

２ 生活排水処理とバイオマス利活用の現状と課題 

   

３ 今後の広域化・共同化計画 

上記の課題を解決するため、北信地域において中期までの約 10 年間で、以下の施設統合が

計画されています。 

・公共下水道の統合 ６か所 → ５か所（１件） 

・農業集落排水施設の統合 ２６か所 → ２１か所（５件） 

また、汚泥のバイオマスとしての利活用については、さらなる広域化・共同化を目指して効

率化を図ります。 

 

【現状】 

北信地域において発生した生活排水は、公共下水道６施設、特定環境保全公共下水道

５施設、農業集落排水処理施設２６施設、その他１施設の集合処理施設として合計３８

施設のほか、合併処理浄化槽により処理されています。 

下水道施設から発生した汚泥は、コンポストやセメント原料等に利用されています。 

また、農集排汚泥は、焼却埋め立て処分されるほか、中野市の施設で堆肥化されたり、

栄村においては新潟県津南町の施設で集約処理し、堆肥化が行われたりしています。 

【課題】 

排水処理施設の老朽化が進んでおり、それに伴う管路及び機器修繕等による維持管

理費の増加が見込まれているため、施設統合等による効率的な運営が必要です。 

千曲川沿いの平坦な地域では排水区域が近接しているため、処理施設の統配合が検

討されているものの、中山間部では集落が点在しており、農業集落排水施設の統合に

あたっては地形的要因から圧送施設が必要であるほか、距離的要因から新規管路の敷

設が必要となり、多額の建設費がかかるため、統合は困難な状況です。 

また、近年のスキー客減少や人口減少により、処理水量が減少し、料金収入が減少

しているため、業務統合等の経費節減対策が必要です。 
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北信ブロック生活排水処理施設計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          H22        H27        R4        R9         R14        R34 

構想期間 R5(2023)～R34(2052) 

中
野
市 
飯
山
市 

構想策定 

(2010) 

今回の見直し 

(2022) 

短期 

(2027) 

中期 

(2032) 

長期 

(2052) 

構想改定 

(2015) 

R5 

統合 

将
来
は 

統
合
を
検
討 

将
来
は 

統
合
を
検
討 

中野処理区 
（公共） 

竹原処理区 
（特環） 

日野処理区 

（農集） 

延徳処理区 

（農集） 

七瀬処理区 
（公共） 

高丘処理区 
（特環） 

草間処理区 
（農集） 

長丘処理区 
平岡処理区 

科野処理区 
倭処理区 
（農集） 

毛野川処理区 

永江処理区 
（農集） 

豊田処理区 
（農集） 

大俣処理区 

（農集） 

上今井処理区 
（特環） 

統合 統合 

R5 R6 
R11 

R4 

統合 

H28 
常盤第一処理区 

（農集） 

飯山処理区 
（公共） 

羽広山処理区 
北瑞処理区 

照岡処理区 
瑞穂処理区 
（農集） 

斑尾処理区 

（特環） 

常盤第二処理区 

（農集） 

戸狩処理区 

（特環） 

木島処理区 
（公共） 

温井処理区 
（農集） 

木島南部処理区 
（農集） 

上新田処理区 
（農集） 

H25 R2 

統合 統合 

統合 

水
循
環
・
資
源
循
環
の
み
ち
２
０
１
５ 

水
循
環
・
資
源
循
環
の
み
ち
２
０
１
０ 

農集同士の 
統合を検討 

農集同士の 
統合を検討 

し尿・浄化槽汚泥 

下水道受入 

R 元 

R3 

木島平西部処理区 
（木島平村・特環） 

H27 
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北信ブロック生活排水処理施設計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          H22        H27        R4        R9         R14        R34 

 

野
沢
温
泉
村 

構想期間 R5(2023)～R34(2052) 

構想策定 

(2010) 

今回の見直し 

(2022) 
短期 

(2027) 

中期 

(2032) 

長期 

(2052) 

構想改定 

(2015) 

平林処理区 
虫生処理区 
七ケ巻処理区 

東大滝処理区 
（農集） 

栄
村 上記以外の 

全村 
（浄化槽） 

山ノ内処理区 

（公共） 
上条南部処理区 

（特環） 

木
島
平
村 馬曲処理区 

（農集） 

糠千処理区 
（農集） 

山
ノ
内
町 

西部処理区 

（農集） 

須賀川処理区 

（農集） 

木島平処理区 

牧ノ入処理区※ 
（特環） 

森中条処理区 
（農集） 

野沢処理区 
（公共） 

※中野市 

明石処理区 

（簡排） 

水
循
環
・
資
源
循
環
の
み
ち
２
０
１
０ 

水
循
環
・
資
源
循
環
の
み
ち
２
０
１
５ 

R 元 

し尿・浄化槽汚泥 
下水道受入 

将
来
は 

統
合
を
検
討 

注１：上記は処理場の統廃合のみを示したものであり、保守・管理や広域化・共同化に関する対策等は記載していません。 

注２：中・長期計画については構想段階のものも含めて記載しているため、確定したものではありません。 
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野沢温泉村
栄村

飯山市

中野市

木島平村

山ノ内町

中野

日野

高丘
七瀬

上今井

延徳

草間

大俣

豊田
毛野川

永江

平岡

科野長丘

山ノ内

須賀川

西部

木島平

馬曲

糠千

飯山

木島

戸狩

斑尾

照岡 森中条
羽広山

北瑞

瑞穂常盤第二

野沢温泉

平林

七ケ巻

虫生

東大滝

倭

□：公共下水道施設

△：特定環境保全公共下水道施設

○：農業集落排水施設

▽：簡易排水施設

：現在（2020→2022）進捗中

：短期、中期計画

：長期的展望

集

約

計

画

明石

北信ブロック生活排水処理施設マップ

注：中・長期計画の内容は、構想段階のものも

含めて記載しているため確定したものでは

ありません。
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公共 6 6 6 6 6 5 5

特環 5 5 5 5 5 5 5

農集排 29 28 26 25 21 21 21

その他 1 1 1 1 1 1 1

38

1

2

1

4

1

2

2

6

1

2

その他

1

4 木島平村

公　共

特　環 1 1 1 1 1 1

農集排 2 2 2 2 2 2

5 野沢温泉村

公　共 1 1 1 1 1 1

特　環

農集排 4 4 4 4

その他

1

2 2

1 1 1

その他

その他

その他

特　環 2 2 2

特　環

農集排

2 2

2 2

2

4

2 2

11 8 8 8

1 1

4

2

6 栄村

公　共

地域内の

全施設数
全体 37 33 32 32

その他

農集排 1 1 1 1

特　環

41

2

2

3 山ノ内町

公　共 1 1

2

農集排 5 4 4
2 飯山市

公　共 2 2 2

2
1 中野市

1 1

特　環

北信ブロック生活排水処理施設数の推移と計画

市町村 施設種類

今回構想

備　考現状

R4

（2022）

短期

R9

（2027）

中期

R14

（2032）

長期

R34

（2052）

基準年

R2

（2020）

今までの取組み

農集排

2

公　共 2

H22

（2010）

H27

（2015）

2 2

2 2

11 11

2

2

11

40

1 1

1 1

4

9 8

1 1

2 2

注１：現状値についてはR4(2022).4.1時点に稼働している施設数を、管理者からの聞取り等により算
出したものを示しています。

注２：中・長期計画については構想段階のものも含めて記載しているため、確定値ではありません。

４－１０－B5



1 中野市

2 飯山市

3 山ノ内町

4 木島平村

5 野沢温泉村

6 栄村

1 中野市

2 飯山市

3 山ノ内町

4 木島平村

5 野沢温泉村

6 栄村

25.0 27.0 28.0 30.0 33.0 39.0

30.0

59.0

23.0 24.0 24.0 26.0 28.0 33.0

37.0 35.0 38.0 41.0 44.0

31.0 24.0 23.0 24.0 31.0

平均 37.2 40.5 39.8 40.7

56.068.0 72.0 67.0 62.0 60.0

40.0 54.0 58.0 62.0 65.0 75.0

42.3 48.8

市町村

経営健全度（％）【経営状況ポイント】

備　考

これまでの実績 今後の目標

H23

（2011）

H27

（2015）

R2

（2020）

短期計画

R9

（2027）

中期計画

R14

（2032）

長期計画

R34

（2052）

北信ブロックの快適生活率及び経営健全度

市町村

99.2

備　考

95.9

短期計画

R9

（2027）

86.3

90.7

87.4

H23

（2011）

H27

（2015）

79.7

89.4

R2

（2020）

快適生活率（％）

これまでの実績 今後の目標

87.6

90.4

92.6

99.5

89.2

91.9

98.4 82.0 86.6 90.5

平均 95.493.492.790.788.1 88.3

92.1 98.1

長期計画

R34

（2052）

88.2

98.3

93.3

94.5

100.0

92.9

100.0

85.4 89.4

98.8 99.2

中期計画

R14

（2032）

87.6

96.4

91.3

83.5

78.9 86.0

注：市町村構想におけるＦ値と異なり、経営状況ポイント【使用料収入／（起債元利償
還金＋維持管理費）】により比較表を作成しています。

注：快適生活率【（下水道等への接続人口＋浄化槽設置人口）／行政人口×100（％）】
により比較表を作成しています。
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北信ブロックバイオマス利活用プラン 
 

○下水道汚泥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○農集・浄化槽汚泥、し尿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構想期間 R5（2023）～R34（2052） 

R4 R9 R14 R34 

短期(2027) 中期(2032) 長期(2052) 今回見直し 

 

構想期間 R5（2023）～R34（2052） 

焼却・埋め立て 岳北広域 

行政組合 
飯山市 

下水道汚泥と集約処理 
（野沢処理区） 

野沢温泉村 

（農集） 

R4 R9 R14 R34 

短期(2027) 中期(2032) 長期(2052) 今回見直し 

民間業者 
堆肥化・セメント原料化 

中野市 

平岡堆肥化

施設 中野市 

(農集） 

堆肥化 

（一部）民間業者 
堆肥化 

民間業者 
セメント原料化 

飯山市 

民間業者 
セメント原料化 

木島平村 

民間業者 
セメント原料化 

野沢温泉村 
消化ガスの 

ボイラー燃料利用 

下水道投入 

（山ノ内処理区） 

山ノ内町 
（し尿・浄化

槽汚泥） 

民間業者 
堆肥化 山ノ内町 

（農集） 

民間業者 
セメント原料化・堆肥化 

山ノ内町 

下水道投入 
（中野処理区） 

中野市 
（し尿・浄化
槽汚泥） 

津南地域衛生 
施設組合 栄村 

堆肥化 

下水道汚泥と集約処理 
（木島平処理区） 

木島平村 

（農集） 

注：中・長期計画については構想段階のものも含めて記載しているため、確定したものではありません。 
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野沢温泉村
栄村

飯山市

中野市

木島平村

山ノ内町

中野

日野

高丘
七瀬

上今井

延徳

草間

大俣

豊田
毛野川

永江

平岡

科野長丘

山ノ内

須賀川

西部

木島平

馬曲

糠千

飯山

木島

戸狩

斑尾

照岡
森中条

羽広山

北瑞

瑞穂
常盤第二

野沢温泉

平林

七ケ巻

虫生

東大滝

倭

□：公共下水道施設

△：特定環境保全公共下水道施設

○：農業集落排水施設

▽：簡易排水施設

：現在（2020→2022）進捗中

：短期、中期計画

：長期的展望

集

約

計

画

明石

グリーンパークみゆき野

平岡堆肥化施設

津南行政衛生施設組合

北信ブロックバイオマス利活用マップ

注：中・長期計画の内容は、構想段階のものも

含めて記載しているため確定したものでは

ありません。
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北信ブロック　広域化・共同化実施メニュー
短期実施計画

中

野

市

飯

山

市

山

ノ

内

町

木

島

平

村

野

沢

温

泉

村

栄

村
備　　考

岳北広域行政組合 ■ ■ ■ し尿等処理（グリーンパークみゆき野）

津南地域衛生施設組合 ■
し尿等処理（アクアステーション）

※新潟県津南町、十日町市と構成

公共下水道の流域下水道への統合

農業集落排水の流域下水道への統合

公共下水道同士の統合 ― ― ― ― ―

農業集落排水同士の統合 ― 〇 ― ― ― ―

農業集落排水の公共下水道への統合 〇 〇 ― ― ― ―

農集排汚泥・浄化槽汚泥の下水道受入れ 〇 ― 〇 ― ―

し尿の下水道受入れ ◎ ― ◎ ― ―

汚泥処理の広域化 ― 〇 ― ○ 〇 ○

維持管理業務の広域化・共同化 〇 ― 〇 ― ―

水質検査・特定事業所排水指導の共同化 ― ― ― ― ―

危機管理の共同化 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
災害時支援ルール策定済み

【北信ブロック】

公民連携の推進 ― ― 〇 ― ―

ＤＸの推進 ― ― ― ― ―

人材育成・技術研修等の共同化 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中・長期実施計画（将来構想を含む。）

中

野

市

飯

山

市

山

ノ

内

町

木

島

平

村

野

沢

温

泉

村

栄

村
備　　考

岳北広域行政組合 ■ ■ ■ し尿等処理（グリーンパークみゆき野）

津南地域衛生施設組合 ■
し尿等処理（アクアステーション）

※新潟県津南町、十日町市と構成

公共下水道の流域下水道への統合

農業集落排水の流域下水道への統合

公共下水道同士の統合 〇 ― ― ― ―

農業集落排水同士の統合 〇 〇 ― ― ― ―

農業集落排水の公共下水道への統合 〇 〇 ― 〇 ― ―

農集排汚泥・浄化槽汚泥の下水道受入れ 〇 ― 〇 ― ―

し尿の下水道受入れ ◎ ― ◎ ― ―

汚泥処理の広域化 〇 〇 〇 〇 ○

維持管理業務の広域化・共同化 〇 ― 〇 〇 ―

水質検査・特定事業所排水指導の共同化 ― ― ― 〇 ―

危機管理の共同化 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

公民連携の推進 ― ― 〇 ― ―

ＤＸの推進 ― ― ― 〇 ―

人材育成・技術研修等の共同化 〇 〇 〇 〇 〇 〇

■ 一部事務組合又は流域下水道の事業範囲

◎ 実施済み

〇 実施予定あり(一部完了で拡大予定を含む。）

― 実施予定なし

該当なし

凡例

ハ

ー

ド

連

携

ソ

フ

ト

連

携

ハ

ー

ド

連

携

ソ

フ

ト

連

携
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■中野市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ○○町は、中心部に○○川が流れその川を中心とした自然環境豊かな宿場町とし
て発展してきました。 

この自然環境や水環境を後生に残すため、平成○年から生活排水対策（下水道、
農集排、浄化槽）を進めてきましが、人口減少や高齢化の進展など社会情勢の変化
への対応が求められています。 

また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である住民の皆様の利便性や快適性
を持続していくため、今後とも適切な維持管理のもと運営を行っていく必要があり
ます。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、処理場の統合、汚泥処理の集約
化、維持管理の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源
の循環を目指すため、20 年後までの生活排水対策の構想である「○○町 水循環・
資源循環のみち２０１０」を策定しました。 

中野市『水循環・資源循環のみち２０２２』構想 

令和４年度策定  

 中野市は、豊かな自然に恵まれた地形を生かした果樹栽培や、エノキタケ栽培な
どの農作物の生産を基軸として、発展してきました。 

その中で「快適でうるおいのある暮らしを支える都市・生活基盤を支えるまち」
を目標に掲げ、昭和４９年度の公共下水道基本計画を策定から平成１７年１月の農
業集落排水事業倭地区の供用開始まで、合併処理浄化槽設置事業と併せ全市水洗化
を目指して事業を推進してきました。令和２年度末の集合処理区域における普及率
100％に対して、水洗化率は88.6％であり、全市水洗化の目標は達成できていませ
ん。 

今後、第２期中野市まち・ひと・しごと創生総合戦略にて人口減少等に対する取
組を一層充実・強化し「住みよさで選ばれるまち」を目指していることからも、利
用者である市民の皆様の利便性や快適性を持続していくために適切な維持管理のも
と効率的な運営を行っていく必要があります。  

このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、処理場の統合、維持管理の効率
化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源の循環を目指すため、
令和 34 年度までの生活排水対策の構想である「中野市 水循環・資源循環のみち
２０２２」を策定しました。 

指標と目標 

利用者(住民) 

の立場から 

見た指標 

事業者(市)の

立場から見た

指標 

長期目標(R34)
(2052 年)目標

中期目標(R14) 
(2032 年)目標 

短期目標(R9) 
(2027 年)目標

現状(R2) 
(2020) 

中野市では、構想の目標年度である令和34年度に向けて、利用者（市民）の立場から見た指
標と事業者から見た指標として、県下の統一指標のほか、当市の現状を把握した上で、オリジ
ナル指標を設定し、短期、中期、長期の目標を以下のとおり設定しました。 
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■中野市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用者（住民）の立場から見た指標 
（1）暮らしの快適さと安全を表す評価項目 

A快適生活率(%)：86.3→87.4→87.6→88.2 【県下統一指標】 
 ※この指標は、生活排水施設を実際に利用でき、快適な生活を享受できるようになった

状況を表す指標です。 
①個別処理区域内の普及率(%)：36.4→43.8→47.1→60.1 
 ※個別処理区域（合併浄化槽設置区域）内における普及状況を表す指標です。 
  個別処理区域内における普及の向上は、快適生活率に直結しているため、快適生活率

の一要素として指標を把握する必要があると判断しました。 
（2）環境への配慮を表す評価項目 

B環境改善指数(%)：76.0→97.0→100.0→100.0 【県下統一指標】 
 ※中野市内を流れる身近な河川を対象として、水環境が改善したと感じることができる

事柄や取組みについて指数化したものです。 
②浄化槽管理者に対する適正維持管理周知率(%)：88.0→100.0→100.0→100.0 
 ※浄化槽の適正な維持管理についての周知を行った件数を表した指標です。 
  浄化槽を正しく使用することは、水環境を悪化させないことに寄与します。管理を個

人が行っているため、適正な維持管理の周知は重要と考えました。 
（3）生活との関連性を表す評価項目 

C情報公開実施指数(%)：71.7→84.1→100.0→100.0 【県下統一指標】 
 ※生活排水に関する情報について市民の立場からの情報公開の実施状況を表した指標で

す。 
③環境学習実施率：0.0→42.9→57.1→100.0 
 ※小学生に対する環境教育実施の状況を表す指標です。 

生活環境を支える事業について、処理の仕組みや資源の有効利用を学び、生活環境の
維持と向上に役立っていることを理解し、早い段階から身近な生活との関連性を理解
することを目指します。 

■事業者（市町村）の立場から見た指標 
（1）事業の達成度を表す評価項目 

D汚水処理人口普及率(%)：97.4→97.2→97.3→97.7 【県下統一指標】 
 ※集合処理区域の普及率（処理区域内人口／行政人口）と個別処理区域における普及率

（個別処理人口／行政人口）を合算したもので、国土交通省、農林水産省、環境省に
おいて三省合意されている指標です。 

④不明水率(%)：10.0→11.8→11.8→11.8 
 ※下水道及び農業集落排水における不明水の流入量を率で表した指標です。 
  雨水・地下水などの流入により、処理場で処理する汚水量が増加してしまうことによ

り、維持管理費が増加してしまいます。不明水の状況を把握し、少しでも不明水を減
少させる必要があります。 

（2）環境への貢献を表す評価項目 
Eバイオマス利活用率(%)：100.0→100.0→100.0→100.0 【県下統一指標】 
 ※汚泥の全発生量（下水道＋農業集落排水＋浄化槽＋し尿）に対して、県内における汚

泥有効利用量を率で表した指標です。 
⑤単位水量当りの汚泥処分費（円）：14.0→24.8→24.8→24.8 
 ※処理水量１ｍ3当りに対する汚泥処分に要した経費を表した指標です。 
  汚泥減量化により汚泥処分費の縮減に努め、効率的な維持管理を目指す一つの指標と

します。 
（3）経営改善の状況を表す評価項目 

F経営健全度(%)：77.0→74.0→77.0→100.0 【県下統一指標】 
 ※生活排水処理全体として、経営が健全に行われているかを表した指標です。 
⑥需用費に関する指標（円）：46.4→46.6→46.4→47.4 
 ※有収水量（メーター検針により料金を頂くことのできる水量）１ｍ3当りに対する需用

費（光熱水費、薬品費、修繕費等）の額を表す指標。 
  独自指標の設定については、維持管理コストの縮減を図るため、多角的なアプローチ

のできる指標を設定しました。 
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施設計画のタイムスケジュール 

経営計画に基づき構想の具現化及び目標達成のため、短期、中期、長期及び超長期にわたっ
ての施設計画等のタイムスケジュールを次頁のとおりとしています。 

住民参画への取組 

これまで、中野市では水環境を身近に感じてもらうため、市内小学校の浄化管理センター見
学、千曲川ラフティングなどを実施してきました。 

令和２年度、令和３年度と新型コロナウイルス感染症による事業中止、縮小などの影響はあ
ったものの水環境や資源循環を体感する良い機会であることには変わりはありません。 

生活環境を支える事業について、処理の仕組みや資源の有効利用を学び、生活環境の維持と
向上に役立っていることを理解し、早い段階から身近な生活との関連性を理解することが重要
であると考え、様々な世代の方々に興味を持ってもらい、水洗化に繋がる施策を考え、取り組
んでいくことを検討します。 

アクションプランへの取組 

中野市の生活排水を取り巻く環境は、中野浄化管理センターの再構築事業（大規模更新工事）
【Ｈ27-Ｈ31】、し尿等投入施設の整備【Ｈ27-Ｈ30】（供用開始令和元年度）の実施、今後
は、中野浄化管理センターの第２期再構築工事や処理区の統廃合など、直近の状況を本構想に
反映させる必要があります。 
 この構想は、『生活排水エリアマップ2022』、『バイオマス利活用プラン2022』、『経営
プラン2022』の３プランで構成されていますが、現況から考える将来プランとのすり合わせ
を行い、３プランの見直しを行いました。 
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■中野市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■整備手法別人口予測について 
 「中野市人口ビジョン2020」の

終目標年度（R27年度）における
目標人口（35,000人）の推計結果
および中野市公共下水道事業計画
等を参考に右記のとおり試算しま
した。 

生活排水エリアマップ 2022（概要図） 

中野市『生活排水エリアマップ 2022』 

令和４年度策定  

 中野市の生活排水施設整備は、昭和50年の公共下水道事業から始まり、平成3年
のエリアマップを基本とし、適宜状況の変化に対応した見直しを行い、整備が進んで
きました。 

生活排水エリアマップ2022では、持続可能な生活排水施設の観点から経営計画を
長期にわたって検討した上で、施設配置や統合などを含め将来のマップを作成しま
した。 

■「生活排水エリアマップ 2022」の概要 
【短期】・草間処理区を高丘処理区と統合（維持管理費の削減による経営の合理化 R4） 

・日野処理区を中野処理区と統合（維持管理費の削減による経営の合理化 R5） 
・延徳処理区を中野処理区と統合（維持管理費の削減による経営の合理化 R6） 
 

【中期】・七瀬処理区を中野処理区と統合（維持管理費の削減による経営の合理化）R11） 
 
【長期】・農業集落排水各処理区の統合を検討 

アクションプランへの取組 

（1）未普及地域への取組 
 今回の構想では、短期（令和９年度）までをアクションプランと位置付け、未普及地域を
解消することとしています。 

 ・令和２年度末の普及率は95.６％となっていますが、個別処理区域における浄化槽設置の
推進や新規宅地開発地への速やかな管渠布設により、未普及の解消に努め、令和14年度に
は集合処理区域における普及率100％を目指します。  

 
（2）浄化槽整備に関する取組 
 ・地形的に下水道のような集合処理が困難な地域にあっては、浄化槽設置の補助を活用して

もらうなど普及の促進に努めます。 
・浄化槽の台帳整備を進め、現状の正確な把握に努めます。 
・法定検査の受検率を高めるため、制度と必要性について継続的に広報を行います。 

 

 

0

10,000

20,000

30,000

令和２年度 令和９年度 令和14年度 令和34年度

整備手法別対象人口

公共下水道事業
特定環境保全公共下水道事業
農業集落排水事業
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■中野市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 
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生活排水施設の統合について 

■七瀬処理区（公共）と中野処理区（公共）の統合について 
 
 ・七瀬地区における処理場は平成４年に供用を開始してから30

年を経過する施設となります。 
 ・施設や主要機器の老朽化に伴う修繕工事費が多額となっている

ことから、中野処理区との統合を検討することとしました。 
 ・統合した場合のメリットとして、新たに処理場を建替える必要

がなく、接続管路の布設と圧送するための中継ポンプの設置で
済むため、建設コストが少ない。処理場が一つになるので、ス
ケールメリットが働き、維持管理費を抑えられることが考えら
れます。 

 ・耐用年数を考慮した建設費の比較では年間４百万円程度有利に
なり、維持管理費も年間１千万円程度抑えられる効果が見込め
ます。 

 ・今後、基本計画の策定、市民説明会を経て、具体的な実施設計
に入ることになります。 

■草間処理区（農集）と高丘処理区（特環）の統合について 
 
 ・R4年度に高丘処理区と統合しました。 
 ・今後は高丘処理区の高丘浄化管理センターにおいて、長寿命化

対策を講じながら生活排水を処理していきます。 
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防災・減災対策への取組 

（1）地震被害想定への取組 
 ・平成27年度に下水道ＢＣＰ（業務継続計画）を作成し、重要な幹線についての把握及び被

害想定は行っています。下水道エリアマップにも重要な幹線を落とし込み、中野市下水道
ＢＣＰに綴るなど、共通の資料として何時でも閲覧できるようにしています。 

 ・市民への情報公開については、中野市防災ガイドブックにより防災に対する全般的な周知
がなされていることから、有事の際に可能な手段で状況等をお知らせすることとします。

 ・令和元年度に地震時に下水道が 低限有すべき機能を確保するための施設の耐震化及び被
災した場合の下水道機能のバックアップ対策を併せて進めることをもって地震に対する安
全度を早急に高め、安心した都市活動が継続されるようにするため、下水道総合地震対策
計画を策定し、順次必要な整備を進めています。 

（２）浸水被害想定への取組 
 ・平成27年度に策定した下水道ＢＣＰ（業務継続計画）を、令和２年度に水害による被害想

定を加え改定しています。 
 ・地震被害想定と同様、市民への情報公開については、中野市防災ガイドブックにより防災

に対する全般的な周知がなされていることから、有事の際に可能な手段で状況等をお知ら
せすることとします。 

（３）防災・減災対策の取組 
 ・平成27年度から、中野市で 大の処理能力を有する公共下水道中野処理区の処理場耐震化

を計画通り実施しているところであり、今後は各処理場の長寿命化計画と合わせて必要な
耐震工事を行っていく予定です。 

 ・重要な幹線の耐震化についても今後検討していきます。 
 ・下水道ＢＣＰも、人事異動や工事の実施により状況が変化していくことから、 新情報へ

の更新を定期に行います。 
 ・有事に備えて、点検項目の確認、連絡体制の確認など下水道ＢＣＰにより実施します。 

■日野処理区（農集）と中野処理区（公共）の統合について 
■延徳処理区（農集）と中野処理区（公共）の統合について 
 
 ・R3年度末現在、R5年度に日野地区と中野処理区、R6年度に延

徳地区と中野処理区の統合実施のため、実施設計を行い、一部
工事を進めています。 

 ・統合後は、中野処理区の中野浄化管理センターにおいて、長寿
命化対策を講じながら生活排水を処理していきます。 
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中野市『バイオマス利活用プラン 2022』 

令和４度策定  

 中野市の生活排水施設系から発生する汚泥（バイオマス）は、農業集落排水事業
については、自前コンポスト施設による堆肥化と県内民間業者へ処分委託していま
す。公共下水道事業については、令和３年度からは費用対効果等から自前コンポス
ト施設を廃止し、県内民間業者へ処分を委託しています。特定環境保全公共下水道
事業についても、県内民間業者へ処分を委託しています。 
 堆肥化された汚泥は、「未土利」（農集）として販売し、利用者の方には大変喜ば
れています。 
 し尿と浄化槽汚泥については、中野処理区の中野浄化管理センター内にし尿等投
入施設を整備し、令和元年度から同施設により処理しています。 

中野市『バイオマス利活用プラン2022』では、し尿及び浄化槽汚泥の処分方法を
含めて、今後の汚泥利活用について検討していくこととします。 

中野市におけるバイオマス利活用プラン 

・現状については、上記概要のとおりです。 
・課題として絶えず発生する汚泥の処分については、その処分方法を分散化しておく必要性が

あります。そうすることで、処分方法の一つが何らかの事情によりできなくなった場合でも、
処分する量の調整などにより、一定量の処分を継続していくことが期待できるからです。 

・そういった意味では、民間業者への処分委託と堆肥化という複数の処分方法を行っているこ
とは意義のあることと考えていますが、堆肥化に係るコストが多額であり、処分方法の分散
化とコストのバランスを取ることは難しい現状にあり、公共下水道事業における堆肥化施設
の廃止したところであります。 

・今後の汚泥処理については、現状の堆肥化と民間業者への委託を継続していくことで考えて
いますが、人口の減少による処理水量の減少も考えられることから、処理場の統廃合を検討
し、汚水を集約することで、スケールメリットを生かした汚泥処理コストの削減や、処理場
の減による汚泥の搬送コストの縮減に努めます。 

・また、リスク分散の一面から汚泥の共同処理や、複数の民間業者を含めた協定の締結などを
検討する必要があると考えます。 

 

中野市バイオマス利活用アクションプラン

■短期目標年度（令和９年度）までに実施すること 
・汚泥搬送コストを縮減するため、現在予定している処理場の統廃合を進めるとともに、他の

施設についても統廃合について検討をしていきます。 
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「中野市」バイオマス利活用プラン 

【短期】 ・汚泥回収及び搬送コストを縮減するため、処理場の統廃合について検討 
      （他に維持管理コスト等の縮減効果もあり） 
 
【中期】 ・汚泥回収及び搬送コストを縮減するため、処理場の統廃合について検討 
      （他に維持管理コスト等の縮減効果もあり） 
 
【長期】 ・汚泥回収及び搬送コストを縮減するため、処理場の統廃合について検討 

（他に維持管理コスト等の縮減効果もあり） 
     ・コンポスト施設（農集）の更新時期に合わせて、継続か、他の処理方法によるリ

スク分散を図るかの検討 
 

「中野市」バイオマス発生量予測 

 

総汚泥量 下水道（特環含む）

農業集落排水 浄化槽・し尿

汚

泥

量

年 度 年 度

年 度 年 度

汚

泥

量

汚

泥

量

汚

泥

量
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中野市『経営プラン 2022』 

令和４年度策定  

 中野市では、昭和60年に公共下水道が供用開始して以来、令和４年度時点で農集
排を含め1６処理区が供用開始済みとなっています。その経営状況は、使用料収入の
ほか、一般会計からの繰入により賄われています。 
 生活排水の処理は、今後永久に続いていく事業であり、止めることのできない事業
です。 

このため、将来にわたって持続可能な経営を検討していく必要があり、長期的な見
通しを立てたうえで、構想の策定目標年度の３0年後までにできる改善計画を検討し
「経営プラン2022」を策定しました。 

■中野市の下水道事業における経営計画について 
 ・これまでの建設事業に係る企業債（借金）償還は、R5年度を償還ピークとし、R13年度か

らは年間元金償還額が10億円を下回る見込みとなっていますが、定期的な機械設備・電気
設備の更新、施設更新を行う必要があり、新たな起債を起こすことで、R34年頃から増加
していく見込みです。 

 ・使用料収入については、人口減少と使用水量の減少により収入減が見込まれますが、し尿
等投入施設に係る下水道使用料について年間３千万円程度が見込めるため、６億円程度の
収入を確保できる見込みとなります。 

 ・平成28年度に策定した下水道経営戦略（期間平成29年度～令和８年度）により、中期・
長期的な視野での事業経営に取り組みます。 

 
■維持管理方法と今後の見込み 
 ・処理場の統廃合については、現状で計画検討していくこととしている処理区以外は、この

経営計画に反映していないことから、更に統廃合を進めることによって維持管理経費を縮
減させることとします。（長丘、平岡、科野、倭、毛野川、永江処理区） 

 ・処理場を統廃合していく中で、処理場管理委託内容を精査し、一括管理契約などで維持管
理経費を縮減させることとします。 

 
■建設コストの縮減について 
 ・建設コストについては、直近の実積やストックマネジメント計画による更新等を反映させ

ています。 
 ・建設コストの縮減は、将来における資本費の減少につながることから、その都度慎重な設

計を行うこととしますが、現時点では縮減分を見込まないこととします。 
 
■浄化槽管理の方法について 
 ・浄化槽については、個人設置型であることから、適正な維持管理について指導していくこ

ととします。 
 ・維持管理費については掛からない見込みとしています。 
 

中野市における生活排水の経営計画 
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■中野市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 
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経営計画

管理経費（起債元利償還額＋維持管理費） 使用料収入 維持管理費 元利償還額 建設費

構想期間H22(2010)～R34(2032)

経営基盤の向上対策 

■経営基盤を向上させるため実施すべきこと 
・維持管理コストの縮減を第一に取組み、その上で適正な使用料負担となるよう３年に一度

料金改定の必要性を検証していきます。 
 ・建設費について、その時の経済状況に左右される部分はありますが、更新が必要な箇所の

選定と、修繕で対応できる箇所の棲み分けを行い、 小限のコストで 大限の効果が得ら
れるよう、修繕履歴の集積を図ります。 

  

経営計画 

■短期目標年度（令和９年度）までに実施すること 
・令和８年度に処理場の維持管理契約の更新時期を迎えることから、長期継続契約の年数・

委託契約内容について精査を行います。 
・また、令和６年度中に令和７年度～９年度に係る下水道使用料の改定検証を実施します。
・第2期下水道事業経営戦略の策定を行い、中長期的な視点での事業経営に取り組んでいき

ます。 

中野市経営計画アクションプラン 

短期 

(2027) 

中期 

(2032) 

長期 

(2052) 

構想策定 

(2010) 
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■中野市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 実績

A:快適生活率 85.8 86.3

Ａ指標は、目標どおり進んで
います。

Ａ指標は、当初目標どおり進
めます。

①:個別処理区域内
　 の普及率

26.6 36.4

①指標は、目標どおり進んで
います。

①指標は、目標達成していま
すが、現状を維持していきま
す。

B:環境改善指数 90.0 66.0

Ｂ指標は、目標に達していま
せん。新型コロナウイルス感
染症による事業中止などが影
響したものと考えます。

Ｂ指標は、下水道堆肥の配
布・販売を通しての生活排水
との関連取組を検討し、当初
目標どおりに進めます。

②:浄化槽管理者に
　 対する適正維持
　 管理周知率

100.0 88.3

②指標は、目標に達していま
せん。周知方法等の再考が必
要と考えます。

②指標は、周知方法等を再検
討し、当初目標どおり進めま
す。

C:情報公開実施指数 82.6 69.6

C指標は、目標に達していま
せん。維持管理の情報公開不
足が考えられます。

C指標は、維持管理に関する
情報公開について再検討し、
当初目標どおりに進めます。

③:施設点検度 100.0 100.0

③指標は、目標どおり進んで
います。

③指標は、目標を達成しまし
たので、生活との関連性を表
す評価項目「環境学習実施
率」指標を検討します。

D:汚水処理人口普及率 95.5 97.2

Ｄ指標は、目標の９５％以上
で、整備が進んでいます。

Ｄ指標は、目標達成していま
すが、現状を維持します。

④:不明水率 12.0 10.0

④指標は、目標どおり進んで
います。

④指標は、当初目標どおりに
進めます。

E:バイオマス利活用率 100.0 100.0

Ｅ指標は、目標を上回ってお
り、汚泥の肥料としての有効
利用が進んでいます。

E指標は、当初目標どおりに
進めます。

⑤:単位水量当たり
　 の汚泥処分費

27.0 14.0

⑤指標は、目標どおり進んで
います。

⑤指標は、目標達成していま
すが、引き続き維持管理費の
抑制に努め、現状を維持しま
す。

F:経営健全指数 94.0 91.2

F指標は、目標に達していま
せん。

F指標は、引き続き維持管理
費の抑制に努め、当初目標ど
おりに進めます。

⑥:需用費に関する
　 指標

53.2 46.4

⑥指標は、目標どおり進んで
います。

⑥指標は、目標達成していま
す。引き続き、需用費を精査
し、現状を維持します。

現状把握
（令和２年度末現在）

指標 効果検証結果 見直し方針

現状把握と効果検証 

■中野市「水循環・資源循環のみち２０１５」構想の見直しに当たり、事業者（市）が構想に
おける現状把握と効果検証を行いました。その結果は次のとおりです。 
また、その結果を基に今回見直しを行いました。 
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■飯山市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○○町は、中心部に○○川が流れその川を中心とした自然環境豊かな宿場町とし
て発展してきました。 

この自然環境や水環境を後生に残すため、平成○年から生活排水対策（下水道、
農集排、浄化槽）を進めてきましが、人口減少や高齢化の進展など社会情勢の変化
への対応が求められています。 

また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である住民の皆様の利便性や快適性
を持続していくため、今後とも適切な維持管理のもと運営を行っていく必要があり
ます。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、処理場の統合、汚泥処理の集約
化、維持管理の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源
の循環を目指すため、20 年後までの生活排水対策の構想である「○○町 水循環・
資源循環のみち２０１０」を策定しました。 

飯山市『水循環・資源循環のみち２０２２』構想 

令和４年度策定  

 飯山市は、市の中心部を千曲川が南北に流れ詩情豊かな城下町・寺の町として発
展してきました。また、県下でもおいしい米の産地として知られています。 

この自然環境や水環境を後生に残すため、昭和６０年から生活排水対策（下水道、
農集排、コミプラ、浄化槽等）を進めてきましたが、人口減少や高齢化の進展など社
会情勢の変化への対応が求められています。 

また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である住民の皆様の利便性や快適性
を持続していくため、今後とも適切な維持管理のもと運営を行っていく必要があり
ます。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、処理場の統合、汚泥処理の集約
化、維持管理の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源
の循環を目指すため、令和４年度に従来の構想を見直して、３０年後までの生活排
水対策の構想である「飯山市 水循環・資源循環のみち２０２２」を策定しました。 

が 自 宿

飯山市の指標と目標 

利用者(住民) 

の立場から 

見た指標 

事業者(市町

村)の立場か

ら見た指標 

長期目標(R34)
(2052 年)目標

中期目標(R14) 
(2032 年)目標 

短期目標(R9) 
(2027 年)目標

現状(R2) 
(2020) 

飯山市では、構想の目標年度である３０年後までに向けて、利用者（住民）の立場から見た
指標と事業者から見た指標として、県下の統一指標のほか、当町の現状を把握した上で、オリ
ジナル指標を設定し、短期、中期、長期の目標を以下のとおり設定しました。 

■利用者（住民）の立場から見た指標 
（1）暮らしの快適さと安全を表す評価項目 

A 快適生活率(%)：94.0→96.3→97.3→97.6 【県下統一指標】 
 ※長期目標(R34)として、97.5%以上の水洗化を目指します。 
① 個別処理区内の水洗化率(%)：53.2→56.1→58.2→66.0 【飯山市ｵﾘｼﾞﾅﾙ指標】 
 ※長期目標(R34)として、65％以上の水洗化を目指します。 

（2）環境への配慮を表す評価項目 
B 環境改善指数(%)：46.0→79.0→84.0→84.0 【県下統一指標】 
 ※河川等の環境と生活排水対策との関連について住民の理解を深めていきます。 
② 浄化槽の法定検査受験率：75.1→77.7→79.6→87.0 【飯山市ｵﾘｼﾞﾅﾙ指標】 
 ※率の設定理由と設定方法及び目標値の考え方を記入します。 

（3）生活との関連性を表す評価項目 
C 情報公開実施指数(%)：77.1→100.0→100.0→100.0 【県下統一指標】 
 ※目標値の考え方を記入します。 
③ 環境学習実施率(%)：66.7→77.8→88.9→100.0【飯山市ｵﾘｼﾞﾅﾙ指標】 
 ※市内9の小中学校中、全校における環境学習の実施を目指します。 
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■飯山市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設計画のタイムスケジュール 

■事業者（飯山市）の立場から見た指標 
（1）事業の達成度を表す評価項目 

D 汚水処理人口普及率(%)：99.3→99.3→99.3→99.3 【県下統一指標】 
 ※無水洗化(未普及)区域の解消を目指します。 
④ 下水道の処理区域内における浄化槽の解消率(%)：0→21.9→37.5→100.0【飯山市ｵ

ﾘｼﾞﾅﾙ指標】 
 ※長期目標(R34)として下水道の処理区域において100％浄化槽の解消を目指します。

（2）環境への貢献を表す評価項目 
E バイオマス利活用率(%)：89.8→100.0→100.0→100.0 【県下統一指標】 
 ※短期目標(R9)として100％有効利用を目指します。 
⑤ 施設電力外部調達削減率：0→6.3→13.0→54.0 【飯山市ｵﾘｼﾞﾅﾙ指標】 
 ※長期目標(R34)として外部からの電力の調達について50％以上の削減を目指します。

（3）経営改善の状況を表す評価項目 
F 経営健全度(%)：72.0→77.0→85.0→100.0 【県下統一指標】 
 ※目標値の考え方を記入します。 
⑥ 集合処理区有収率：69.0→71.4→73.1→80.0 【飯山市ｵﾘｼﾞﾅﾙ指標】 
 ※長期目標(R34)として、集合処理区における有収率80％を目指します。 

飯山市では、経営計画に基づき構想の具現化及び目標達成のため、短期、中期、長期及び超
長期にわたっての施設計画等のタイムスケジュールを以下のとおりとしています。 

住民参画への取組 

飯山市におけるこれまでの生活排水対策は、一刻も早い下水道の普及のため行政主導により
進めてきました。そのなかで市民の皆様に下水道の仕組み、重要さを知っていただくために、
処理施設見学や、下水道の学習イベントを行ってきました。 

これからは整備した施設について、如何に効率的に維持をしていくかが課題であり、今後は
生活排水対策に係る課題を市民の皆様と共有し、今後の事業のあり方を一緒に考えていく機会
を作っていきます。 

構想期間 H22(2010)～H42(2030) 

飯山処理区(公共) 

木島処理区(公共) 

戸狩処理区(特環) 

常盤第二処理区(農集) 

羽広山処理区(農集) 

斑尾処理区(特環) 

水
循
環
・
資
源
循
環
の
み
ち
２
０
１
５ 

統合

H27 R4 R42 R34 R14 R9 

中期(2032)短期(2027) 長期(2052) 

北瑞処理区(農集) 

照岡処理区(農集) 

瑞穂処理区(農集) 

水
循
環
・
資
源
循
環
の
み
ち
２
０
２
２ 

下
水
道
施
設
の
容
量
・
能
力
の
再
検
討

（
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
・
設
備
の
合
理
化
）

農
集
処
理
区
域
の
再
編
・

統
合
の
再
検
討 

農
集
の
統
合
（
４
箇
所
） 
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■飯山市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活排水エリアマップ 2022（概要図） 

飯山市『生活排水エリアマップ 2022』 

令和４年度策定  

 飯山市の生活排水施設整備は、昭和60年より公共下水道事業2処理区、特定環境
保全公共下水道事業2処理区、農業集落排水整備事業9処理区、コミュニティプラン
ト3処理区、その他浄化槽整備事業により整備を進めてきました。 
本エリアマップでは、前計画の生活排水エリアマップ2015を踏襲し、農集の統合を
進めるものですが、持続可能な生活排水施設の観点から経営計画を長期にわたって
検討した上で、施設配置や統合などを含め将来マップを作成しました。(詳細図につ
いては別添図を参照) 

■「生活排水エリアマップ 2022」の概要 
【短期】・農集常盤第二処理区を特環戸狩処理区へ統合 

（維持管理費の削減による経営の合理化 
【中期～長期】・集合処理区のエリア見直し、隣接自治体との統合 

T

T

千曲川

着色部分は、整備済み 

R5 年統合予定 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

T

① 

T

T

T

T

T 

T 

番号 事業 処理区名
① 公共 飯山処理区
② 公共 木島処理区
③ 特環 戸狩処理区
④ 特環 斑尾処理区
⑤ 農集 常盤第二処理区
⑥ 農集 羽広山処理区
⑦ 農集 北瑞処理区
⑧ 農集 瑞穂処理区
⑨ 農集 照岡処理区
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■飯山市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

■将来人口と整備手法別人口割合等のデータを記載 
  

整備手法 R2 R5 R6 R7 R8 R9 R14 R34 R42

行政人口 20,214 19,257 18,937 18,618 18,372 18,074 16,681 12,741 11,898

公共下水道事業 63.7% 63.7% 63.7% 63.7% 63.7% 63.6% 63.7% 63.7% 63.7%

特定環境保全公共下水道事業 17.9% 24.2% 24.2% 24.2% 24.2% 24.2% 24.2% 24.2% 24.1%

農業集落排水整備事業 16.9% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6%

合併処理浄化槽等 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプランへの取組 

生活排水施設の統合について 

防災・減災対策への取組 

（1）未普及地域への取組み 
 ・公共下水道及び農集排等の集合処理エリア以外については、個別処理（合併浄化槽）エリ
アとして整備を進めていきます。 
（2）浄化槽整備に関する取組み 
 ・個別処理区域における浄化槽の設置状況はR2年現在で53.2％となっています。浄化槽設
置に係わる補助制度を設けていますが、住民の高齢化（跡取りがいない）や経済的理由（宅内
排水設備への資本投資ができない）から浄化槽の普及が進んでいないのが現状です。今後は普
及に向けた新たな方策を検討し、整備促進を図っていきます。 

◆常盤第二処理区（農業集落排水）⇒ 戸狩処理区（特定環境保全公共下水道） 
 ・平成８年に整備が完了し、R2 年度末の水洗化率 98.2％です。当初目的の農業用水の

水質保全、生活環境の向上が図られています。H27 年頃電気・機械設備の耐用年数を
迎えますが、隣接する戸狩処理区(特環)への接続管路は約 2,500m であることから、
水処理一元化による維持管理費削減を図ります。 

■地震対策へ向けた取組について記載 
 
（１）地震対策の取組 
 ・重要な管渠及び処理施設の内、老朽化の著しいものから重点的に調査を実施し、必要に応

じて補強等の対策を講じます。 
 
（２）下水道BCP 
 ・平常時から災害に備え、震災や事件事故等で被災しても生活排水処理機能の継続と早期回

復ができるように、平成28年3月に飯山市下水道BCPを策定しました。その後浸水対策や
停電対策を踏まえ、内容を見直していきます。 
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■飯山市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯山市『バイオマス利活用プラン 2022』 

令和４度策定  

 飯山市の生活排水施設系から発生する汚泥（バイオマス）について、公共・特環の
下水道における処理処分は主に産業廃棄物として県外のセメント工場に搬出されて
おり、農業集落排水においては一般廃棄物としてグリーンパークみゆき野にて処理
されています。それらに係る経費も経営にとっては負担が大きくなっています。 

このため、「バイオマス利活用プラン2022」では、バイオマスを当市で集約化し、
経費節減を図っていくとともに、周辺市町村とも共同しバイオマスの利活用、地産地
消を目指すこととしています。 

飯山市におけるバイオマス利活用プラン 

「飯山市」バイオマス発生量予測 

「飯山市」バイオマス利活用プラン 

飯山市のバイオマス発生量の予
測は、将来の人口減により総量は
減少するものと予想されます。ま
た農集の統合により、発生量の殆
どが下水道汚泥で占められていま
す。 

【短期】 
 ・飯山市内の下水道と農集汚泥・浄化槽汚泥・し尿の一体処理方法の検討 

     ・処理方法は現状維持とする 
【中・長期】  
     ・飯山市内の下水道と農集汚泥・浄化槽汚泥・し尿・生ゴミ、その他地域バイオ 

マスの一体処理。バイオガス利用、残渣の有効利用 
 

○○町バイオマス利活用アクションプラン

■ 汚泥処理の現状と課題  
 ①公共・特環の下水道における処理処分は主に産業廃棄物として県外のセメント工場に搬出

されています。 
 ②農業集落排水においては一般廃棄物としてグリーンパークみゆき野にて処理されていま

す。 
 ③公共・特環・農集とも、処理処分費が経営にとって負担が大きくなっています。 
 ④一方で、し尿は水洗化率の向上により近年大幅に減少している状況で、今後浄化槽汚泥を

含めた一般廃棄物の効率的な処理方法の検討が必要です。 
 ⑤市内より発生する生ごみ量は近年減少傾向にあります。今後人口の減少に伴い、ますます

少なくなることが予想されます。 
 ⑥これら有機性廃棄物の発生量減少の一方、処理施設の維持のためには一定の経費がかかる

ことから、より効率的な処理により、係る行政コストを縮減していく必要があります。 
 
以上から、生活排水処理の効率的な運営、また循環型社会の持続・温室効果ガス排出抑制の点
からも、市内より発生するすべてのバイオマスについて総合的な利活用計画を策定する必要が
あります。 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42

飯山市各汚泥量発生見込み

下水道 農集排汚泥 浄化槽汚泥 し尿

DS-t/年 
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■飯山市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構想期間 R4(2022)～R34(2052) 

下水道 

H27 R4 R42 R34 R14 R9 

中期(2032)短期(2027) 長期(2052) 

農集 

浄化槽・し尿 

スケジュール 

生ごみ等有機

性廃棄物 

セ
メ
ン
ト
工
場 

グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
み
ゆ
き
野

エ
コ
パ
ー
ク
寒
川 

既
存
施
設
を
活
用
し
た

集
約
処
理
（
地
域
内
バ
イ

オ
マ
ス
利
活
用
施
設
） 
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■飯山市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 
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管理運営費（起債償還額＋

維持管理費） A=C＋D
使用料収入 B

起債償還額 C

維持管理費 D

建設費 E

億円
【飯山市計】

飯山市『経営プラン 2022』 

令和４年度策定  

 飯山市では、平成元年に木島上新田農業集落排水施設が供用開始となって以来、公
共下水道及び特環下水道の４処理区を含め１２処理区が供用開始済みとなっていま
す。その経営状況は、使用料収入の他、多額の一般会計からの繰入により賄われてい
ます。 

このため、将来にわたって持続可能な経営を検討していく必要があり、50年先の状
況まで見通した上で、構想の策定目標年度の３0年後までにできる改善計画を検討し
「経営プラン2022」を策定しました。 

市内における下水道整備は概ね完了しており、建設費はここ数年で急激に減少しています。

当市においては下水道整備を比較的短期間で集中して実施したことから、整備の推進に伴い普

及率及び水洗化率は、着実に上昇してきましたが、一方で建設費用の財源の多くを地方債に依

存した結果、地方債償還に要する費用が膨大なものとなり、下水道事業の経営を圧迫していま

す。こうした状況を踏まえ、当市では平成18年度に供用開始以後初の使用料改定を行い、以降

2回料金改定を行うことで自主財源を確保するとともに、維持管理業務におけるにより、歳出の

抑制に努めているところです。 

今後、更なる人口減少が見込まれる中、平成３０年度に策定した「下水道ストックマネジメ

ント計画」では、施設の老朽化に伴い、改築更新費用の増大が見込まれています。今後は慎重

かつ丁寧に市民の皆様との合意形成を図りながら施設の改築・更新事業を計画的に進めるとと

もに、農集施設の統廃合の実施と適正な使用料の確保を図ることで将来の人口減少にも対応で

きる効率的かつ安定的な下水道事業の経営を進めます。 

飯山市における生活排水の経営計画 

経営計画 
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■飯山市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営基盤の向上対策 

■使用料の適正化及び確保への取組み 
 ・経営戦略の見直しを図る中で経営状況を分析し、収支バランスを維持するために使用料

の適正化を行います。 
・集合処理区域での接続促進への取組みを推進し、水洗化率の向を図ります（R34目標

97.6%）。 
■維持管理費用の軽減への取組み 
  ・常盤第二農業集落排水の特環戸狩への統合を目指します。（R5年４月予定） 
 ・汚泥、有機性廃棄物の集約処理・エネルギー資源化による動力費、汚泥処分費の削減を

図ります。 
■経営の明確化への取組み 
 ・汚水事業・雨水事業の R6年４月 地方公営企業法適用を行い、経営状況の明確化を図り

ます。 
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■飯山市「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

飯山市「水循環・資源循環のみち２０１５」構想の見直しに当たり、事業者が構想におけ

る現状把握と効果検証を行いました。その結果を基に見直しを進めました。 

 

計画 実績

A:快適生活率

93.7 94.0 Ａ指標は目標どおりに進みまし
た。

A指標は、当初目標どおりに進
めます。

①:個別処理区内の水
洗化率

46 53.2 ①指標は、目標どおり進んでい
ますが、近年は率の伸びが頭打
ちとなっています。

①指標は、R2年度実績を起点
とした削減率に改めます。

B:環境改善指数

69 46 Ｂ指標は目標に届きませんでし

た。新型コロナウイルス感染症の

拡大により、市民向けの啓発活動

ができなかった影響です。

Ｂ指標は、当初目標どおりに進
めます。

②:浄化槽の法定点検
受検率

72 75.1 ②指標は、目標以上に進んでい
ます。

②指標は、R３4年度目標数値
の設定を87％に変更します。

C:情報公開実施指数

100 97.9 C指標は、わずかに目標に届き
ませんでした。

C指標は、当初目標どおりに進
めます。

③:環境学習実施率

80 66.7 ③指標は、目標に達していませ

ん。小学校7校のうち1校、中学校

全2校について環境学習の機会が

なかったことが要因です。

③指標は、当初目標どおりに進め

ます。中学校については出前講座

のメニューについて提案していき

たい。

D:汚水処理人口普及率

99 99.3 D指標は、目標以上に進みまし
た。

Ｄ指標は、現状維持とし、個別
処理区域の浄化槽普及に努め、
普及率１００％に近づけるよう
にします。

④:集合処理区内にお
ける浄化槽の解消

70 68.2 C指標は、わずかに目標に届き
ませんでした。

④指標は、当初目標どおりに進め

ます。浄化槽の維持管理状況に注

視し、下水道への切り替えを促進

したい。

E:バイオマス利活用率

84.8 88.9 E指標は、目標以上に進んでい
ます。

E指標は、当初目標どおりに進
め、地域の資源として活用を進
めます。

⑤:農集汚泥の減量

80 113 ⑤指標は、目標以上に進んでい
ます。

目標を達成したため、指標を改め

ます。（施設電力調達削減率）

F:経営健全指数

86 81 F指標は、目標どおり進んでいま

せん。起債元利償還金と維持管理

費の累積に対し、使用料収入の累

積が伸びないことが要因です。

F指標は、当初目標どおりに進
めます。

⑥:経営健全指数

51 56.8 ⑥指標は、目標以上に進みまし
た。

本計画では指標を改めます。（集

合処理区有収率）

現状把握
（令和２年度末現在）

指標 効果検証結果 見直し方針

現状把握と検証 
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■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○○町は、中心部に○○川が流れその川を中心とした自然環境豊かな宿場町とし
て発展してきました。 

この自然環境や水環境を後生に残すため、平成○年から生活排水対策（下水道、
農集排、浄化槽）を進めてきましが、人口減少や高齢化の進展など社会情勢の変化
への対応が求められています。 

また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である住民の皆様の利便性や快適性
を持続していくため、今後とも適切な維持管理のもと運営を行っていく必要があり
ます。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、処理場の統合、汚泥処理の集約
化、維持管理の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源
の循環を目指すため、20 年後までの生活排水対策の構想である「○○町 水循環・
資源循環のみち２０１０」を策定しました。 

わが町の指標と目標 

利用者(住民) 

の立場から 

見た指標 

事業者(市町

村)の立場か

ら見た指標 

長期目標(R34)
(2052 年)目標

中期目標(R14) 
(2032 年)目標 

短期目標(R9) 
(2027 年)目標

現状(R2) 
(2020) 

山ノ内町では、構想の目標年度である20年後までに向けて、利用者（住民）の立場から見た
指標と事業者から見た指標として、県下の統一指標の他、当町の現状を把握した上で、オリジ
ナル指標を設定し、短期、中期、長期の目標を以下のとおり設定しました。 

■利用者（住民）の立場から見た指標 
（1）暮らしの快適さと安全を表す評価項目 

A快適生活率(%)：89.2→90.4→91.3→９3.3 【県下統一指標】 
 ※行政人口に対する下水道等接続人口の割合（％） 
①汲み取り便所廃止率(%)：0.０→8.8→15.6→43.0 
 ※全管渠延長に対する目視点検調査完了延長割合。 

（2）環境への配慮を表す評価項目 
B環境改善指数(%)：65.0→７2.0→85.0→90.0 【県下統一指標】 
 ※河川等の水質改善の達成度 
②浄化槽法定検査受検率（％）：54.1→56.9→58.9→66.9 
 ※浄化槽の法定検査受検率 

（3）生活との関連性を表す評価項目 
C情報公開実施指数(%)：71.7→71.7→71.7→71.7 【県下統一指標】 
 ※生活排水施設の仕組みや経営に関する情報公開の達成率 
③使用料収納率（％）：94.3→９4.5→９5.０→９5.０ 
 ※下水道使用料調定額に対する収納額の割合。 

山ノ内町『水循環・資源循環のみち２０２２』構想 

令和４年度策定  

 山ノ内町は、上信越高原国立公園志賀高原、湯田中渋温泉郷、北志賀高原の３つ
の個性的なエリアを持つ温泉観光地です。 

この恵まれた自然を保全し、自然環境や水環境を後生に残すため、昭和６３年３
月に公共下水道を供用開始して以来、生活排水対策（農集排、浄化槽）を進め、平
成２２年度を持って面整備をほぼ完了いたしました。 

山ノ内町でも、人口減少や高齢化が進んでいますが、これまでに培った生活排水
施設の資産と、その機能の維持していくため、今後とも適切な維持管理のもと運営
を行っていく必要があります。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、汚泥処理のありかた、維持管理
の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源の循環を目指
すため、令和４年度に従来の構想を見直して、３0 年後までの生活排水対策の構
想である「山ノ内町 水循環・資源循環のみち２０２２」を策定しました。 
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■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設計画のタイムスケジュール 

■事業者（市町村）の立場から見た指標 
（1）事業の達成度を表す評価項目 

Ｄ汚水処理人口普及率(%)：97.6→９7.7→97.7→97.7 【県下統一指標】 
 ※行政人口に対する汚水処理人口の割合 
④下水道台帳整備率(%)：92.０→95.０→１００.０→１００.０ 
 ※管渠及び処理場施設の整備、修繕履歴等の台帳電子化 

（2）環境への貢献を表す評価項目 
Ｅバイオマス利活用率(%)：11.9→14.2→14.2→14.2 【県下統一指標】 
 ※発生する汚泥のバイオマス有効利用度 
⑤エネルギー消費原単位削減率（％）：０.０→０.０→3０.０→40.０ 
 ※令和2年度削減率を0とした電力原単位の削減率 

（3）経営改善の状況を表す評価項目 
Ｆ経営健全度(%)：64.0→69.0→75.0→100.0 【県下統一指標】 
 ※生活排水処理施設の経営健全度 
⑥有収水量率：７6.2→77.０→79.０→80.０ 
 ※処理水量に対する有収水量の割合（％） 

山ノ内町では、経営計画に基づき構想の具現化及び目標達成のため、短期、中期、長期及び
超長期にわたっての施設計画等のタイムスケジュールを以下のとおりとしています。 

住民参画への取組み 

従来までの取組み 
住民の参加による夜間瀬川清掃活動と処理場見学の受入を行ってきました。  

 
今後の取組み 
  従来までの取り組みの継続とともに、広報活動の強化を行います。 

その他 

県とも連携し、下水道汚泥発生汚泥だけでなく、し尿や浄化槽汚泥も含めた処理事業の検討
をしていきます。 

山ノ内処理区 

上条、南部処理区

（公共、特環） 

夜間瀬処理区 

（農集） 

須賀川処理区 

（農集） 

R42H22 R4 R9 R14 R34 

 

構想期間 R2(2020)～R34(2052) 

短期 

(2027) 

中期 

(2032) 
長期 

(2052) 

公
共
、
農
集
処
理
場
の
維
持
管
理
一
元
化 

 

 

 

農
集
処
理
場
の
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管
理
一
元
化
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野
地
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接
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の
新
た
な
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域
化
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理 

構想策定

(2010) 

流
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水
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同
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理

し尿。浄化槽汚泥
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１
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４－１０－24



■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共山ノ内処理区 

特環上条南部処理区 

農集西部地区 

農集須賀川地区 

集合処理区域外 

浄化槽整備地区 

（中野市）

（木島平村）

夜間瀬川

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山ノ内町『生活排水エリアマップ 2022』 

令和 4 年度策定  

 山ノ内町の生活排水施設整備は、昭和52年の公共下水道事業から始まり、平成3
年のエリアマップを基本とし、適宜状況の変化に対応した見直しを行い、整備が進ん
できました。 

生活排水エリアマップ20２２では、持続可能な生活排水施設の観点から経営計画
を長期にわたって検討した上で、施設配置や統合などを含め将来のマップを作成しま
した。（なお、詳細図については、別添図を参照） 

生活排水エリアマップ 2022（概要図） 

■「生活排水エリアマップ 2022」の概要 
【短期】・農業集落排水処理場の維持管理委託一元化を進めていきます。 

・長野地域や隣接広域との新たな広域化や町での自己処理等新たな汚泥処理を検討し
ていきます。 

・浄化槽（個人設置型）の整備を推進していきます。 
 
【中期】・公共下水道処理場と農業集落排水処理場の維持管理委託一元化を進めていきます。
    ・浄化槽（個人設置型）の整備がほぼ終了する予定です。 
    ・策定した新たな汚泥処理を進めていきます。 
 
【長期】・策定した新たな汚泥処理に加え、リン等の資源循環のみちを進めていきます。 
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■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未普及地域への取組み 

地震対策への取組み 

（1）未普及地域への取組み 
 平成22年度の菅地区の供用開始により、下水道の整備はすべて完了しました。 

 
（2）浄化槽整備に関する取組み 

合併浄化槽事業は個人設置型となっており、下水道料金との費用負担の整合を図るため、
維持管理の補助金制度も設け、浄化槽の早期設置を図っています。 

周辺環境の改善をさらに進めるため、今後は広報やホームページを使用しての設置呼び
かけの頻度の増加や、事業対象者への加入促進通知等の送付により設置率の向上を図って
いきます。 

また、浄化槽台帳の整備充実を進め、適正な維持管理の推進と、老朽化施設の更新等を
指導していきます。 

■地震対策へ向けた取組 
（1）地震被害想定への取組 
 ・下水道区域内において液状化想定区域はないものの、処理場については耐震診断を行って、

必要な耐震対策を行っていきます。 
 
（2）地震対策の取組 
 ・地震の被害想定については町のスケジュールにあわせて策定していきます。また、下水道

マンホールを利用した簡易トイレの購入や、地元の土建業者や浄化槽清掃業者、管路清掃
業者、下水道公社等関連機関との連携を図り、災害時に必要となる発電機や吸引車等の機
材と人員の提供について検討していきます。 
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■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山ノ内町『バイオマス利活用プラン 2022』 

令和 4 年度策定  

 山ノ内町の生活排水施設系から発生する汚泥（バイオマス）は、各施設毎の個別
処理となっており、その処理処分は主に産業廃棄物又は一般廃棄物として県内の焼
却処分工場や民間コンポスト工場に搬出されており、その運搬処分にかかる経費も
経営にとっては比較的負担が大きい分野です。 

このため、「バイオマス利活用プラン20２２」では、周辺市町村と共同しバイオ
マスの利活用、適正な処分を目指すこととしています。 

山ノ内町におけるバイオマス利活用プラン

■汚泥処理の現状 
現在、公共下水道処理場（し尿及び浄化槽汚泥の投入処理を含む）、農業集落排水処理場か

ら年間で約７５0トン（乾燥重量で160トン）の汚泥が発生しており、その内の８３％は民間
工場で焼却後埋立処分され、残りは民間のコンポスト工場で肥料化されています。 
 しかし、民間企業による処理は、将来にわたり安定した処理処分が行えるか、企業の撤退等
の不安な要素もあるため、汚泥の新たな処理方法を検討する必要があると考えています。 
 また、町で発生している可燃ゴミ料は、年間で４，95０トン程度ありますが、その内の生ご
み量は、おおよそ３，９００トンを占めています。この生ごみ量についても、バイオマスエネ
ルギーや肥料の原料として活用していく必要があると考えています。 
 そのためには、汚泥の広域処理を見据えたバイオマスエネルギー等の新たな活用方法、汚泥
中の有価物（リン等）の回収等、汚泥処理の集約化を生かした施策や生ごみ処理の新たな施策
に取り組んでいく方針です。 
 

汚泥処理の広域化とバイオマスの利活用を進めます！ 
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■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

                         

 
 

 

  

 

 

 

「山ノ内町」バイオマス発生量予測 
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■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「山ノ内町」バイオマス利活用プラン

【短期】 
■公共下水道、農業集落排水 

・当面の間、現在どおりの焼却・埋め立て処分及び民間コンポスト工場でコンポスト化の
処理を行っていきます。 

■ し尿、浄化槽汚泥 
・平成３０年度にし尿及び浄化槽汚泥の下水道投入施設を町の水質浄化センターに建設

し、令和元年度より水質浄化センターで下水道汚水とともに処理を行っています。今後
も放流水質等に影響がないよう適切な運転を続けていきます。 

 
【中期】 
 ■ 公共下水道、農業集落排水 
  ・県や長野地域、隣接広域等と新たな広域化による汚泥処理施設等での処理を検討してい

きます。 
■ し尿、浄化槽汚泥 

・水質浄化センターでの処理を続けていきます。 
 
【長期】 
 ■公共下水道、農業集落排水、し尿、浄化槽の一体的処理 

・公共下水道、農業集落排水処理場で発生した脱水汚泥を新たな広域処理施設や流域下水
道処理施設等で効率的な集約処理を行います 

・広域又は流域処理施設での消化による減容化及び消化ガス利用、汚泥中に含有されて
 いるリン等の資源循環のみちを進めます。 
・汚泥だけでなく生ごみもあわせたバイオマスエネルギーへの利用を検討します。 

 
【将来】 
 ■公共下水道、農業集落排水、し尿、浄化槽、生ごみの一体的処理 

・広域処理施設で排水処理施設からの汚泥だけでなく、生ごみもあわせてバイオマスの固
形燃料化を行い、リン等の資源循環のみちをさらに進めます。 
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■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 
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北信地区の広域的なバイオマス利活用プラン 

広域的バイオマス利活用を進め資源の循環を進めます！ 

R42
R2 R9 R14

R24 
R34 

構想期間 R2(2022)～R34(2052) 

短期(2027) 中期(2032) 長期(2052) 

タイムスケジュール 

 

広
域
間
連
携 

生
ご
み
を
含
め
た
資
源
利
活
用 

地   域

バイオマス

連携 

公共、特環 

西部農集 

須賀川農集 

浄化槽 

し尿 

脱コ

広
域
処
理 

資
源
利
用 

リ
ン
資
源
循
環
へ 

【短期】・汚泥の焼却・埋め立て処分のほかコンポスト化や、セメント原料化、その他の処理
     方法を検討していきます。 
 
【中期】・県とも連携し長野地域や隣接広域との汚泥処理の検討を進めます（県内利活用等に

ついて検討）。 
 
【長期】・新たな枠組みの広域処理や流域処理場で各市町村排水処理施設からの汚泥を集約処

理し、汚泥の消化ガス利活用や資源物の回収を進めます。 
    ・県と連携し北信地域での生ごみからのバイオマスエネルギー利用の検討を進めま

す。 
 

各 ガ

タイムスケジュール 

現状 短期 中期 長期 将来 

各市町村 
↓ 

個別処理 
↓ 

利活用 

各市町村 
↓ 

個別処理 
↓ 

利活用 

各市町村
↓ 

一部汚泥
集合処理

↓ 
利活用 

全汚泥集約
↓ 

固形燃料化
↓ 

リンのみち

全汚泥集約 
↓ 

固形燃料化 
↓ 

リンのみち 
 

長
野
地
域
や
隣
接
広
域
と
の
新
た
な
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域
で
の
処
理
等
を

検
討
。 
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に
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投入

焼埋 

４－１０－30



■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山ノ内町『経営プラン 2022』 

令和４年度策定  

 山ノ内町では、昭和６３年に公共下水道が供用開始して以来、農集排を含め４処理
区が供用開始済みとなっています。その経営状況は、使用料収入の他、一般会計から
の繰入により賄われています。 

このため、将来にわたって持続可能な経営を検討していく必要があり、50年先の
状況まで見通した上で、構想の策定目標年度の30年後までにできる改善計画を検討
し「経営プラン2022」を策定しました。 

山ノ内町における生活排水の経営計画 

■自立的な下水道経営を目指していきます 
排水処理施設建設に伴う起債の償還が平成20年度にピークを迎え、これからは少しずつ減

少していきますが、自立的な下水道経営に移行できるようにするため、定期的に使用料金を
検討した上で料金改定を行っていきたいと考えています。 

町としても、維持管理に係る支出を低減し、自立的な下水道経営にできるだけ速く近づけ
るため、維持管理委託方法や、省エネルギー機器への転換、汚泥の減量化、広域化を進める
等の施策を進めていきます。 

 
■管理委託の効率化を進めていきます 
  下水道処理施設の現在の維持管理委託方法は、西部地区と須賀川地区にある農集の2つの

処理場について令和２年度より維持管理委託の一元化に変更しました、今後は、公共下水道
処理場についても農集処理場とあわせて維持管理委託の一元化を行っていく予定です。 

また、維持管理費の低減を行うため、現在行っている仕様発注による委託から、性能発注
による包括的民間委託の検討を行い、可能な部分から移行していく予定です。 

 
■適正な浄化槽の維持管理を進めていきます 
  浄化槽は適正に管理を行えば、下水道と同様の処理水質が得られますが、適正な維持管理

を行わないと、処理不十分な水が公共用水域に排出されることになり、場合によっては、く
み取り便所のお宅からの排出水より汚れがひどくなることもあります。 

浄化槽の法定検査受験率の向上と維持管理委託や汚泥の引き抜きが適正に行われるよう、
広報やホームページによる啓発と、地域振興局や浄化槽協会、維持管理業者等関連機関と連
携をとりながら浄化槽の適正な維持管理指導を推進していきます。 
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■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営計画 

広域化による管理経営 

■広域化による管理経営について 
【短期】 

・公共と農集２箇所の処理場の維持管理委託の一元化と、維持管理業務の一部を包括的民
間委託へ移行していきます。 

  ・下水道公社、周辺市町村と連携して、管渠の清掃、修繕等について共同化を進めていき
ます。   

 
【中期】 
  ・長野地域や隣接広域等との新たな広域的処理による下水汚泥処理を目指して検討してい

きます。 
 
【長期】 

・中期における検討を踏まえ、長野地域や隣接広域等との新たな広域による汚水の処理を
進めていきます。 
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■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「山ノ内町」 

H22 R4 R9 R14 R34 

構想期間 H22(2010)～R34(2052) 

短期

(2027)

スケジュール 

Ｂ（農集）

Ａ（公共）

Ｃ（農集）

巡回 

常駐 

巡回 

公
共
、
農
集
の
管
理
委
託
一
元
化

性
能
発
注
に
よ
る
業
務
委
託 

中期

(2032)

長期 

(2052) 

構想策定 

(2010) 

経営基盤の向上対策 

■ 経営基盤を向上させるための取組について 
・維持管理業務の委託一元化により、管理委託費の削減を進めていきます。 
・維持管理委託の性能発注方式を導入し、管理委託費の削減を進めていきます。 
・長期継続契約による複数年委託契約により、管理委託費の削減を行います。 
・使用料収入の向上のため、下水道への接続推進を進めていきます。 
 

維持管理費予測 

管
理
業
務
委
託
の
一
元
化
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■山ノ内町「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状把握 効果検証結果 見直し方針 

令和２度末現在の各指標は次

のとおりです。 

Ａ指標  ８９．０％ 

①指標 １００．0％ 

Ｂ指標  ６５．０％、 

②指標  ５４．１％ 

Ｃ指標  ５２．２％ 

③指標  ９５．２％ 

Ｄ指標  ９７．６％ 

④指標 １００．０％ 

Ｅ指標  １１．９％ 

⑤指標 １００．０％ 

Ｆ指標  ６４．０％ 

⑥指標  ７６．２％ 

Ａ指標は、目標の９０％に達し

ていませんがほぼ目標を達成

しています。 

Ｂ指標は、目標の８３％に達し

ていません。見える化の取り組

みが遅れているためです。 

Ｃ指標は、目標の５９％に達し

ていません、人員不足でホーム

ページでのアップロードにな

かなか手が回らないためです。

Ｄ指標は目標の 98％には届い

ていませんが、ほぼ目標を達成

しています。 

Ｅ指標は目標の１３．４％に達

しませんでした。原因は下水汚

泥からバイオマス利活用に不

適合な成分が検出されたため、

コンポスト化から焼却・埋立処

分に変更したためです。 

Ｆ指標は、目標の 98％に達し

ませんでした。原因としてはコ

ロナウィルス感染症による観

光人口等の減少と、汚泥の処分

を焼却・埋め立て処分に変更し

たことによる委託料の倍増が

あります。 

Ａ指標は、令和９年の目標９０

％に達成するように、広報等の

活動をさらに進めていきます。

Ｂ、Ｃ及びＦ指標は、当初目標

を達成できるよう情報公開を

進める努力をしてきます。 

Ｅ指標は、困難な問題ですが不

明水調査や事業所への聞き取

り、立ち入り指導を進め、目標

に近づけていきます 

 

 

 

 

現状把握と効果検証 

■山ノ内町「水循環・資源循環のみち２０１５」構想の見直しに当たり、事業者が構想におけ
る現状把握と効果検証を行いました。その結果は次のとおりです。 
また、その結果を基に今回見直しを行いました。 
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■木島平村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○○町は、中心部に○○川が流れその川を中心とした自然環境豊かな宿場町とし
て発展してきました。 

この自然環境や水環境を後生に残すため、平成○年から生活排水対策（下水道、
農集排、浄化槽）を進めてきましが、人口減少や高齢化の進展など社会情勢の変化
への対応が求められています。 

また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である住民の皆様の利便性や快適性
を持続していくため、今後とも適切な維持管理のもと運営を行っていく必要があり
ます。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、処理場の統合、汚泥処理の集約
化、維持管理の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源
の循環を目指すため、20 年後までの生活排水対策の構想である「○○町 水循環・
資源循環のみち２０１０」を策定しました。 

木島平村『水循環・資源循環のみち２０２２』構想 

令和４年度策定  

 木島平村は、樽川、馬曲川の堆積による扇状地帯に形成されています。村の最大
の財産、それは美しい自然であり、至るところに湧く清らかな水です。 

この自然環境や水環境を後生に残すため、平成２年から生活排水対策（下水道、
農集排、浄化槽）を進めてきましが、人口減少や高齢化の進展など社会情勢の変化
への対応が求められています。 

また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である住民の皆様の利便性や快適性
を持続していくため、今後とも適切な維持管理のもと運営を行っていく必要があり
ます。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、処理場の統合、汚泥処理の集約
化、維持管理の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源
の循環を目指すため、令和４年度に従来の構想を見直し、３0 年後までの生活排水
対策の構想である「木島平村 水循環・資源循環のみち２０２２」を策定しました。 

わが村の指標と目標 

木島平村では、構想の目標年度である30年後までに向けて、利用者（住民）の立場から見た
指標と事業者から見た指標として、県下の統一指標のほか、当町の現状を把握した上で、オリ
ジナル指標を設定し、短期、中期、長期の目標を以下のとおり設定しました。 

■利用者（住民）の立場から見た指標 
（1）暮らしの快適さと安全を表す評価項目 

Ａ快適生活率(%)：91.9→92.6→92.9→94.5 【県下統一指標】 
 ※長期目標（R34）として93％以上の快適生活率を目指します。 
①水洗化率(%)：95.0→95.0→95.5→96.0 
 ※下水道・農集・浄化槽を合わせた水洗化率。 

（2）環境への配慮を表す評価項目 
Ｂ環境改善指数(%)：76.0→90.0→90.0→90.0 【県下統一指標】 
 ※良好な環境を保持するため90％を目指します。 
②河川美化率：90.0→90.0→91.0→92.0 
 ※河川の水質、水生生物及び周辺の生き物の増加。 

（3）生活との関連性を表す評価項目 
Ｃ情報公開実施指数(%)：62.3→95.7→95.7→95.7 【県下統一指標】 
 ※生活排水の情報を継続的に提供します。 
③料金未滞納率：98.9→99.0→99.1→99.3 
 ※使用料の未滞納者の状況、99％以上を目指します。 

利用者(住民) 

の立場から 

見た指標 

事業者(市町

村)の立場か

ら見た指標 

長期目標(R34)
(2052 年)目標

中期目標(R14) 
(2032 年)目標 

短期目標(R9) 
(2027 年)目標

現状(R2) 
(2020) 

0

50

100

0

50

100

0

50

100

0

50

100

0

50

100

0

50

100

0

50

100

0

50

100

４－１０－35



■木島平村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設計画のタイムスケジュール 

■事業者（市町村）の立場から見た指標 
（1）事業の達成度を表す評価項目 

Ｄ汚水処理人口普及率(%)：99.8→99.8→99.8→99.9 【県下統一指標】 
 ※長期目標（R34）として100％の普及率を目指します。 
④浄化槽の法定検査受検率(%)：72.1→74.2→75.7→81.7 
 ※適正な維持管理のため。 

（2）環境への貢献を表す評価項目 
Ｅバイオマス利活用率(%)：91.5→96.3→96.7→97.0 【県下統一指標】 
 ※バイオマスの利活用増加に努めます。 
⑤放流水基準に対する放流水質：85.0→85.0→86.0→87.0 
 ※良好な河川水質を維持するため。 

（3）経営改善の状況を表す評価項目 
Ｆ経営健全度(%)：73.0→79.0→85.0→100.0 【県下統一指標】 
 ※目標値の考え方を記入します。 
⑥維持管理費賄い率：86.3→90.0→93.0→95.0 
 ※汚水処理費の削減に努めます。 

木島平村では、経営計画に基づき構想の具現化及び目標達成のため、短期、中期、長期及び
超長期にわたっての施設計画等のタイムスケジュールを以下のとおりとしています。 

住民参画への取組 

従来から取組んできた住民参加の「ふう太河童の川普請」事業の継続により河川愛護を図り、
合わせて生き物観察会を開催し水生生物の状況を把握する。 

また、村民を対象に処理場の見学会等を通じ、下水道についての理解を図ります。（区長会、
婦人会、老人クラブ各種団体及び小学校の児童を対象に実施） 

今後は地元高校と学との連携を図り、より多くの人の参加を目指します。 

木島平処理区 

（特環） 

西部処理区 

（特環）H27～ 

馬曲処理区 

（農集） 

糠千処理区 

（農集） 

R42H22 R4 R9 R14 R34 

構想期間 H22(2010)～R34(2032) 

短期 

(2027) 

中期 

(2032) 
長期 

(2052) 

濃
縮
汚
泥 

バ
キ
ュ
ー
ム
輸
送 

将
来
は 

統
合
を
検
討 

構想策定 

(2010) 

水
循
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長
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■木島平村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活排水エリアマップ 2022（概要図） 

木島平村『生活排水エリアマップ 2022』 

令和４年度策定  

木島平村の生活排水施設整備は、平成２年の特定環境保全公共下水道事業から始
まり、平成１６年のエリアマップを基本とし、適宜状況の変化に対応した見直しを行
い、整備が進んできました。 

生活排水エリアマップ2022では、持続可能な生活排水施設の観点から経営計画を
長期にわたって検討した上で、施設配置や統合などを含め将来のマップを作成しま
した。（なお、詳細図については、別添図を参照） 

■「生活排水エリアマップ 2022」の概要 
【長期】・糠千処理区、馬曲処理区の施設状況及び処理人口の状況により、木島平処理区との
統合又は浄化槽区域への変更を検討する。（維持管理費の削減による経緯の合理化） 
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■木島平村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプランへの取組 

生活排水施設の統合について 

防災・減災対策への取

（1）未普及地域への取組 
 ・集合処理区域の整備は完了しているため、今後は未接続者について理由を調査すると共に、

排水対策の必要性を理解いただき、早期の接続を促します。 

◆糠千処理区（農業集落排水） 
・平成27年に実施した「機能診断」では、直ちに対策が必要な大規模修繕等が無いため、現状

のまま維持管理を継続することとしました。当面、木島平処理区との接続は見送ります。 
  

（1）地震被害想定への取組 
 ・村平地部などの液状化の危険性が高いとされる地域について、順次耐震診断の実施を検討

し、必要に応じて対策を講じます。 
（２）防災・減災対策の取組 
 ・平成26年度に策定した村下水道BCPについては、下水道BCP策定マニュアル改定毎に見

直しを行い最新の状態にするよう努めます。 

■将来人口と整備手法別人口割合 
 

整備手法 R2 R5 R6 R7 R8 R9 R14 R34 

行政人口（人） 4,564 4,438 4,396 4,354 4,319 4,284 4,109 3,478

特定環境保全公共下水道事業 95.7 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8 95.7

農業集落排水事業 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 

浄化槽 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
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■木島平村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木島平村『バイオマス利活用プラン 2022』 

令和４度策定  

 木島平村の生活排水施設系から発生する汚泥（バイオマス）は、木島平浄化センタ
ーの１箇所処理となっており、その処理処分は主に産業廃棄物として県外のセメン
ト工場に搬出されており、その経費も経営にとっては負担が大きくなっています。 

このため、「バイオマス利活用プラン2022」では、長期目標として、周辺市町村
と共同しバイオマスの適正処理（利活用）の検討を目指します。 

木島平村におけるバイオマス利活用プラン

「木島平村」バイオマス発生量予測 

「木島平村」バイオマス利活用プラン

・平成28年度から特環下水道処理場、農業集落排水処理場から発生する汚泥、年間約360トン
を県外のセメント工場へ搬出し、セメントの原料として処理されています。 

・し尿及び浄化槽汚泥は一般廃棄物としてグリーンパークみゆき野にて処理されています。 
・村の生ごみ発生量は近年微増傾向にありますが、今後の人口減少と同様に徐々に減少するこ

とが予想されます。 
 

 木島平村のバイオマス発生量は、将来の人口減少に伴い、汚泥量も減少することが予測され
ます。また内訳として、下水道への接続が進むことにより、し尿・浄化槽汚泥の発生量減少が
見込まれます。 
※定住人口が少ないため、観光人口により影響を受けると予想されます。 

【短期】 
・特環下水道、農業集落排水については現状とおり、木島平浄化センターに集約し脱水汚泥を

セメント原料化の方法で処理を行います。 
・し尿、浄化槽汚泥については広域処理場で処理を行います。 
【中期】 
・広域的なバイオマス利活用検討会等への参加 
【長期】 
・特環下水道、農業集落排水、浄化槽汚泥、し尿の一体処理 
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■木島平村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木島平村『経営プラン 2022』 

令和４年度策定  

 木島平村では、平成６年に公共下水道が供用開始して以来、農集排を含め３処理区
が供用開始済みとなっています。その経営状況は、使用料収入のほか、一般会計から
の繰入により賄われています。 

このため、将来にわたって持続可能な経営を検討していく必要があり、50年先の
状況まで見通した上で、構想の策定目標年度の30年後までにできる改善計画を検討
し「経営プラン2022」を策定しました。 

■経営計画の内容 
 ・平成６年度から供用を開始した木島平村の下水道整備は概ね完了しており、現在は当初の

建設費用とした地方債償還が下水道会計全体の約70％を占め、下水道事業経営を圧迫して
いる状況です。令和２年度が地方債償還のピークで、その後は償還額が減少傾向となるた
め、一般会計からの繰入を減らすと共に、自主財源確保のため料金改定や維持管理の見直
し等による経費の節減に努めているところです。 

  今後は更なる人口減少が見込まれるため、施設の改築、更新事業を村民との合意を図りな
がら計画的に実施すると共に、農業集落排水施設の統廃合や適正な自主財源の確保を図り、
安定的な下水道事業の経営に努めます。 

 
■管理経営の方法 
 ・令和２年度から公共下水道、農業集落排水２施設の計３施設（マンホールポンプ場を含む）

について、長野県下水道公社に一括で包括的管理委託を行い、維持管理の見直しや技術支
援等により経費の節減を図っている。 

 ・今後は北信広域で長野県下水道公社に維持管理業務の委託を検討。 
 
■浄化槽管理の方法 
 ・広報やホームページ等による啓発活動と、浄化槽協会や維持管理業者等の関係機関と連携

しながら、浄化槽の適正な維持管理の指導を推進します。 

木島平村における生活排水の経営計画 

経営計画 

短期 

(2027) 
中期 

(2032) 

長期 

(2052) 

構想策定 

(2010) 

構想期間 H22（2010）～R34（2032） 

４－１０－40



■木島平村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営基盤の向上対策 

■経営基盤を向上させるための取組 
 ・令和２年度に使用料改定を実施、今後も定期的に使用料の検討を行い、必要に応じて改正

を実施し使用料の適正化を図ります。 
・集合処理区域での接続促進を強化し、水洗化率の向上（R34 年度約 96％以上）を目指し

ます。 
・地方公営企業法を令和５年度から適用し、経営の明確化を図ります。 

広域化による管理経営 

■広域化による管理経営についての検討 
【短期】 
・長野県下水道公社に一括で包括的管理委託を行い、維持管理の見直しや技術支援等により経

費の節減を継続していきます。 
【中期】～【長期】 
・北信広域連合管内において、必要に応じて維持管理業務の共同化を検討します。 

構想策定 

(2010) 

「木島平村」 

中野市 

飯山市 

山ノ内町 

野沢温泉村 

栄村 

H22 R4 R9 

構想期間 H22(2010)～R34(2032) スケジュール 

西部処理区（特環）

木島平処理区(特環） 

馬曲処理区（農集） 

巡回

常駐

巡回

水
質
検
査
委
託
と
薬
剤
購
入
の
共
同
化 

・
汚
泥
処
分
業
務
の
共
同
化 

管
理
業
務
委
託
の
共
同
化
（
周
辺
市
町
村
） 

遠
方
監
視
制
御
（
周
辺
市
町
村
） 

長
野
県
下
水
道
公
社
に
委
託 

周辺市

町村と

の共同

化 

R14 R34

短期 

(2027) 

中期 

(2032) 

長期 

(2052) 

糠千処理区（農集） 巡回
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■木島平村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

現状把握 効果検証結果 見直し方針 

令和２度末現在の各指標は次の

とおりです。 

Ａ指標 91.0％  

①指標 95.0％ 

Ｂ指標 76.0％ 

②指標 90.0％ 

Ｃ指標 62.3％ 

③指標 98.9％ 

Ｄ指標 99.8％ 

④指標 72.1％ 

Ｅ指標 91.5％ 

⑤指標 85.0％ 

Ｆ指標 73.0％ 

⑥指標 86.3％ 

Ａ指標は、目標の 93.0％に

達していません。原因は新規

加入者が少なかったと考えら

れます。 

B 指標は、目標の 79.0％に

達していません。次年度のレ

ベルアップ不足が原因と考え

られます。 

C 指標は、目標の 96.4％に

達していません。原因は情報

公開が進んでいないと考えら

れます。 

Ｄ指標は、目標の 99.8％

で、目標どおり整備が進んで

います。 

E 指標は、概ね目標どおり進

んでいます。 

Ｆ指標は、目標の 81.0％に

達していません。起債償還額

が多いためと考えられます。 

Ａ指標は、令和９年の目標９

7.1％から９1.7％に変更し、

目標達成するように、下水道

接続人口の増加に努めます。 

B 指標は 86％から 90％に変

更し環境改善に取組みます。 

C 指標は 96.4％から 95.7％

に変更、情報公開の見直しを

行います。 

D 指標 100％から 99.8％に

変更。 

E 指標は 93.2％から 96.7％

に変更、下水道・農集への接

続に努めます。 

Ｆ指標は令和 34 年度に 100

％になるよう経営改善に努め

ます。 
 

 

現状把握と効果検証 

■木島平村「水循環・資源循環のみち２０１５」構想の見直しに当たり、事業者が構想におけ
る現状把握と効果検証を行いました。その結果は次のとおりです。 
また、その結果を基に今回見直しを行いました。 
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■野沢温泉村「水循環・資源循環のみち 20２２」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○○町は、中心部に○○川が流れその川を中心とした自然環境豊かな宿場町とし
て発展してきました。 

この自然環境や水環境を後生に残すため、平成○年から生活排水対策（下水道、
農集排、浄化槽）を進めてきましが、人口減少や高齢化の進展など社会情勢の変化
への対応が求められています。 

また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である住民の皆様の利便性や快適性
を持続していくため、今後とも適切な維持管理のもと運営を行っていく必要があり
ます。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、処理場の統合、汚泥処理の集約
化、維持管理の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源
の循環を目指すため、20 年後までの生活排水対策の構想である「○○町 水循環・
資源循環のみち２０１０」を策定しました。 

野沢温泉村の指標と目標 

野沢温泉村では、構想の目標年度である15年後までに向けて、利用者（住民）の立場から見
た指標と事業者から見た指標として、県下の統一指標の他、当村の現状を把握した上で、オリ
ジナル指標を設定し、短期、中期、長期の目標を以下のとおり設定しました。 

 
■利用者（住民）の立場から見た指標 
（1）暮らしの快適さを表す評価項目 

A快適生活率（％）：99.2→99.5→100.0→100.0 【県下統一指標】 
下水道等への接続人口の更なる向上を目指します。 

①生活排水に対する苦情件数5件以内の継続率（％）：0.0→41.2→70.6→100.0 
住民の方から苦情が出ないよう、下水道への接続周知、施設の適正管理に努めます。 

（2）環境への配慮を表す評価項目 
B環境改善指数：43.0→61.0→69.0→77.0 【県下統一指標】 

身近な河川水質の把握を行い、情報提供を行います。 
②不明水の対策推進：10.1→13.7→17.3→20.8 

処理場に流入する不明水を管渠調査等の実施により減少させるとともに、管渠破損等に
よる環境への影響を低減させます。 

（3）住民参画への取組を表す評価項目 
C情報公開実施指数：54.2→80.2→80.2→80.2 【県下統一指標】 

広報・ホームページによる水質検査の情報などを公開します。 
③水環境学習河川環境整備実施率（％）：54.2→79.2→83.3→83.3 

次世代の子ども達に、水環境学習の機会を提供するとともに、住民参加による河川の環
境整備活動を実施します。 

野沢温泉村『水循環・資源循環のみち 2022』構想 

令和４年度策定  

 野沢温泉村は、千曲川に沿って広がる“豊かないで湯“の温泉郷とスキ
ー、野沢菜で有名な自然環境豊かな観光立村として発展してきました。こ
の自然・水環境を後生に残すため、昭和35年全国の村で初めて下水道の整
備に着手し、昭和37年12月1日に温泉街の下水道が供用開始となりまし
た。以降、順次生活排水対策（下水道、農集施設）を進め、平成９年度に
は全村で生活排水集合処理の面的整備が完了しました。 

今後とも利用者である住民の皆様の利便性や快適性を持続していくため、
適切な管理のもと機能の維持を図り、良好な運営を行う必要があります。 

また、人口減少や高齢化の進展など社会情勢の変化への対応も求められています。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、維持管理の効率化等を検討し、生
活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源の循環を目指すため、20 年後までの生活
排水対策の構想である「野沢温泉村 水循環・資源循環のみち 2010」を策定し、平
成 27 年度の変更を経て令和 4 年度に見直しを行いました。 

利用者(住民) 

の立場から 

見た指標 

事業者(村)の

立場から見た

指標 

長期目標(R34)
(2052 年)目標

中期目標(R14) 
(2032 年)目標 

短期目標(R9) 
(2027 年)目標

現状(R2) 
(2020 年) 
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■野沢温泉村「水循環・資源循環のみち 20２２」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理の一元化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業者（野沢温泉村）の立場から見た指標 
（1）整備事業の達成度を表す評価項目 

D汚水処理人口普及率（％）：100.0→100.0→100.0→100.0【県下統一指標】 
住民が暮らしている地域での汚水処理整備率は100％に達し
ています。 

④農集施設未接続家庭の解消率（％）：57.6→78.0→100.0→100.0 
未接続家庭の水洗トイレ化を促進し、接続率を向上させます。 

（2）資源循環への貢献を表す評価項目 
Eバイオマス利活用率（％）：100.0→100.0→100.0→100.0【県下統一指標】 

引き続き汚泥等バイオマスの利活用に努めます。 
⑤汚泥消化ガス再利用率（％）：100.0→100.0→100.0→100.0 

汚泥減量化の際に発生するメタンガスを、加温ボイラー燃料として引き続き100%再
利用していきます。 

（3）経営の長期的な状況を表す評価項目 
F経営健全指数：57.6→94.0→96.0→100.0 【県下統一指標】 

維持管理費の節減、投資の平準化を図り適正な経営に努めます。 
⑥滞納額の削減率（％）：44.4→77.8→77.8→100.0 

現年度分使用料の滞納率の削減に努めます。 

施設計画のタイムスケジュール 

野沢温泉村では、経営計画に基づき構想の具現化及び目標達成のため、短期、中期、長期及
び超長期にわたっての施設計画等のタイムスケジュールを以下のとおりとしています。 

住民参画への取組 

野沢温泉村では、平成9年度には各処理区における施設の面整備は完了し、住民の満足感も高
いと考えられますが、水環境に対する関心は若干低いと考えられます。 

今後は、水環境に関する情報提供を行い、利用者の関心が高まるような取組を検討します。
また、わずかに残る未接続者の加入促進に努めます。 

野沢処理区 

（公共） 

平林処理区 

(農集施設) 

虫生処理区 

(農集施設) 

七ヶ巻処理区 

(農集施設) 

東大滝処理区 

(農集施設) 

 H22 H27 R9 R34 

構想期間 R4(2022)～R34(2052) 

短期 

(2027) 

中期 

(2032) 

長期 

(2052) 

水
循
環
・
資
源
循
環
の
み
ち
２
０
１
０ 

維
持
管
理
の
一
元
化
の
検
討 

将
来
的
に
は
遠
方
監
視
制
御
・
統
合
の
検
討 

R14 

明石処理区 

（小規模集合） 

R4 

水
循
環
・
資
源
循
環
の
み
ち
２
０
１
５ 
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■野沢温泉村「水循環・資源循環のみち 20２２」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野沢温泉村『生活排水エリアマップ 20２２』 

令和４年度策定  

野沢温泉村の生活排水施設整備は、昭和3７年度の温泉街の公共下水道供用開始に
始まり平成９年度までに農集施設整備が終了、全村で整備が完了しました。 

各処理区の地形や特性にあった処理方法選択や施設整備に努めたため、生活排水
エリアマップ20２２は、エリアマップ201５と変更ありません。今後持続可能な生
活排水施設経営の観点から、計画を長期にわたって検討した上で、現行施設の適正な
維持管理を行う将来の計画を作成しました。 

生活排水エリアマップ 2015（概要図） 

千曲川 

T

T

T 

T 

T 

T 

平林処理区 

(農集施設) 

虫生処理区

(農集施設)

七ヶ巻処理区

(農集施設)

東大滝処理区

(農集施設) 

明石処理区 

(小規模農集) 

野沢処理区

(公共) 

着色部分は、平成２２年度 

（2010 年度）で供用開始区域。 

住民の居住区域における集合処理 

施設の整備は完了しています。 

■「生活排水エリアマップ 20２２」の概要 
【短期】～【長期】 
 公共・農集施設処理場の維持管理の一元化（維持管理費の削減による経営の合理化）。 
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■野沢温泉村「水循環・資源循環のみち 20２２」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプランへの取組 

生活排水施設の統合 

地震対策への取組 

 
汚水処理施設整備率は100%と概成していますが、わずかに残された未接続者については、

未接続の理由を個別調査するとともに、排水対策の必要性をご理解いただき、早期の接続を促

します。 

 

野沢温泉村の生活排水施設ついては、それぞれ建設時に立地条件や処理能力について十分検

討され、平成９年度までに全村集合処理施設が完成しています。 

処理区等の統合については個々の処理施設間の高低差がある上に、距離が大きいこと、あわ

せて国道等の主要幹線道路下への管渠の敷設が必要となり、更には橋梁等を必要とすることか

ら、統合については困難であると考えます。 

このため、既存の施設の適正な管理に努めるとともに、維持管理費の縮減に努め現在の処理

施設を継続利用することとします。 

 
（1）地震被害想定への取組 
 国道下、県道下等に敷設されている重要な幹線に対する被害想定調査、把握を行い、住民

への周知を行います。 
 
（2）地震対策の取組 
 公共下水道処理場については、平成24年度までに管理棟と水処理施設の一部について耐震

補強工事を行いました。その他の施設についても、診断・補強工事の検討を行います。地
震発生時の対応としては、平成26年度に策定した公共下水道業務継続計画（下水道BCP）
に基づき対応を進めます。また、今後農業集落排水施設に係るBCPの策定を進めます。 

 
 野沢温泉村の人口は国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、

今後15年で、25％以上の減少が予想されています。 
この推計をベースに、処理手法別の人口を推計し、対応を検討しま
した。 

 
  

Ｒ２

Ｒ３４
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■野沢温泉村「水循環・資源循環のみち 20２２」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野沢温泉村『バイオマス利活用プラン 2022』 

令和４年度策定  

野沢温泉村の生活排水施設系から発生する汚泥（バイオマス）は、野沢温泉終末
処理場で処理し、脱水汚泥は産業廃棄物として県外のセメント工場に搬出され、セ
メント原料として再利用しています。（農集施設から発生する汚泥も公共下水処理
場へ搬入し、一括処理しています。）汚泥処理過程で発生する消化ガスについても、
処理場内に於いて100％再利用を図っています。 

過去には、終末処理場で発生した脱水汚泥をコンポスト化し活用していた時期も
ありましたが、含有成分がコンポストの基準を満たさなくなってしまったことから、
現在は中止しています。 

以上のことから、現状ではバイオマスの利活用法として、セメント原料への再利
用が最善であると考えられます。この処理方法を継続しながら将来的に村内・県内
での利活用法について検討します。 

なお、現在広域での汚泥処理の検討は進んでいませんが、協議会・研究会が発足
した際には積極的に参加していきます。 

野沢温泉村におけるバイオマス利活用プラン 

「野沢温泉村」バイオマス発生量予測

「野沢温泉村」バイオマス利活用プラン及び広域圏内でのバイオマス活用

 

 野沢温泉村の生活排水施設から発生する汚泥（バイオマス）は、汚泥処理の過程で発生する消

化ガス（メタンガス）を消化槽の加温ボイラーの燃料として100％再利用しています。終末

処理場から発生する脱水汚泥は年間約９０ｔで、新潟県内のセメント工場へ搬出しセメント

原料として活用していますが、搬送、処理に伴う経費も発生するため、経営にとってはマイナ

ス要因でもあります。 

 
 野沢温泉村の（汚泥）バイオマスは、人

口の減少により今後減少が予想されま
す。 
 
 現在は県外においてセメント原料として

再利用を図っており、現状では最善方策
と考えていますが、将来的には別の処理
方法の検討も必要です。 

 
 将来、広域的なバイオマスの利活用検討

会等が設置された際には、積極的に参加
していきます。 

 
【短期】～【長期】 

 平成22年度より農集施設汚泥を公共処理場で受け入れて水処理を行い、汚泥「バイオマス」

の一元化を実施しています。（バキュームカーにより搬送） 
  
 広域的なバイオマスの利活用検討会等が設置された際には、積極的に参加していきます。 

 

 

年 度

汚

泥

量

総汚泥量 
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■野沢温泉村「水循環・資源循環のみち 20２２」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

野沢温泉村『経営プラン 20２２』 

                 令和４年度策定 

 野沢温泉村では、昭和37年度に公共下水道が供用開始となって以来、農集施設を含

め６処理区が供用開始済みとなっています。 

その財源のほとんどは、使用料収入の他、一般会計からの繰入れに 

より賄われています。 

下水道事業は、将来にわたって持続可能な経営を続けていく必要が 

あることから、今後の状況を見通した上で、構想の策定目標年度である 

30年後までの改善計画を検討し、「経営プラン2022」を策定しました。 

野沢温泉村における生活排水の経営計画 

 
 当村の生活排水施設は、公共下水道処理場が昭和54年に供用を開始し、30年以上が経過し

ています。農集施設処理場も平成6年度から9年度の間に順次供用開始となり、それぞれ20
年近くが経過し、修繕費が嵩むようになってきています。 

 公共下水道処理場は国の補助を受け、平成20年度～24年度に再構築及び耐震改修事業に着
手しました。今後は汚泥処理施設の改築も見込まれており、多額の改築費用が必要となる見
込みです。 

 管渠は敷設後50年を経過するものがあり、長寿命化計画を策定し計画的に改築を進めてい
ますが、今後継続的に大きな支出が見込まれます。 

 農集施設は処理槽の防食塗装が劣化し、機器類も老朽化による破損が目立ってきているた
め、計画的に機能強化事業を実施します。 

 このように、改築に多額の費用が見込まれるため処理施設の統合や、管渠の接続についても
内部検討しましたが、処理施設間の高低差や距離の長さなどから統合は困難と考えていま
す。このため、現状の処理施設を適切な維持管理、経費の削減を図りながら継続使用するこ
ととします。   

 維持管理については現在、公共・農集施設別々の業者に委託していますが、一括委託した場
合との経費比較を行い、その結果により委託方法の変更を検討していきます。将来的には農
集施設の遠隔監視等も検討課題とします。 

 人口の減少による有水収量の減少が見込まれ、使用料収入も落ち込むと考えられるため、定
期的な料金見直しも必要となります。 

経営計画 

H27 R９ R14 R34

構想期間 R4(2022)～R34(2052) 

短期 

(202７)

中期 

(2032)
長期 

(2052)

A 

B 

C 

D 

E 

H22 R4 
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■野沢温泉村「水循環・資源循環のみち 20２２」構想 

 

 

 
 
【短期】～【長期】 
・北信広域連合管内において必要に応じて管理業務の共同化を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域化による管理経営 

経営基盤の向上対策 

 
 現状の把握（一人当たりの運営費、一人当たりの負担額など）に努めます。 

 使用料については、原則3年ごとの見直しを図っておりますが、今後とも汚水処理原価、使

用料単価等を勘案し検討します。 

 接続促進については個々の理由を調査するとともに、水処理に理解をいただき促進します。

 今後、地方公営企業法の適用についても検討します。 

中野市 

飯山市 

山ノ内町 

木島平村 

栄村 

「野沢温泉村」 

H22 H27 R9 R14 R34 

構想期間 R4(2022)～R34(2054) 

短期

(2027)

スケジュール 

管
理
業
務
委
託
の
一
元
化
検
討 

管
理
業
務
委
託
の
共
同
化
検
討
（
周
辺
市
町
村
） 

遠
方
監
視
制
御
検
討
（
村
内
）

中期

(2032)

長期

(2054)

構想策定 

(2010)

周辺市

町村と

の共同

化 

虫生(農集) 

平林(農集) 

七ヶ巻(農集) 

東大滝(農集) 

明石(小規集) 

野沢(公共) 

巡回 

巡回 

巡回 

巡回 

巡回 

常駐 

維持管理費予測 

構想策定 

(2015) 

R4 

(2022)
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■野沢温泉村「水循環・資源循環のみち 20２２」構想 

 

 

 

 

 

 

 

現状把握と検証 

野沢温泉村「水循環・資源循環のみち２０２２」構想の見直しに当たり、事業者（村）が構
想における現状把握と検証を行いました。その結果は次のとおりです。 
また、その結果を基に今回見直しを行いました。 
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■野沢温泉村「水循環・資源循環のみち 20２２」構想 

 

写真で見る野沢温泉村の下水道 
野沢温泉村は全国の村として初めて下水道事業に着手し、昭和 37 年 12 月供用を開始し

ました。以来観光客の増加などにより、処理能力が不足し、現在の 2 代目公共下水道処理場

を昭和 54 年 10 月供用開始しました。さらに平成 9 年度には、農集施設・小規模集合排水

施設の完成により、全村下水道整備が完了しております。 

  

 

 

 

 

 

 

昭和 37 年供用を開始した初代終末処理場 

 

 

昭和 37 年前後では管渠の敷設工事は、十分な建設

機材が無いため手堀で行われていました。 

各戸への引込管は、住民総出で作業を行ったと聞い

ています。先人の苦労がしのばれます。 

 

昭和 57 年供用を開始した

2 代目終末処理場。 

平成24年度までに管理棟水

処理施設の改築を終えまし

たが、今後汚泥処理施設の改

築の時期を迎えています。 

 

 
 

平林・虫生･七ヶ巻・東大滝・明石の各地区も平成 9 年度に

は農集施設・小規模集合排水施設が完成し、全村下水道が

完成しました。 

 

 

 

 

野沢温泉のシンボル 

鳩車・野沢菜の花・岡本太郎の「湯」 

の文字を使用したマンホールの蓋 
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■栄村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 
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 ○○町は、中心部に○○川が流れその川を中心とした自然環境豊かな宿場町とし
て発展してきました。 

この自然環境や水環境を後生に残すため、平成○年から生活排水対策（下水道、
農集排、浄化槽）を進めてきましが、人口減少や高齢化の進展など社会情勢の変化
への対応が求められています。 

また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である住民の皆様の利便性や快適性
を持続していくため、今後とも適切な維持管理のもと運営を行っていく必要があり
ます。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、処理場の統合、汚泥処理の集約
化、維持管理の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源
の循環を目指すため、20 年後までの生活排水対策の構想である「○○町 水循環・
資源循環のみち２０１０」を策定しました。 

わが村の指標と目標 

栄村では、構想の目標年度である20年後に向けて、利用者（住民）の立場から見た指標と事
業者から見た指標として、県下の統一指標の他、当村の現状を把握したうえで、オリジナル指
標を設定し、短期、中期、長期の目標を以下のとおり設定しました。 

■利用者（住民）の立場から見た指標 
（1）暮らしの快適さと安全を表す評価項目 

Ａ 快適生活率(%)：86.6→90.5→92.1→98.1 【県下統一指標】 
 下水道（農業集落排水＋合併処理浄化槽）への接続人口の状況です。 
①  浄化槽清掃実施率(%)：80.6→84→90→95 

  浄化槽法10条に基づく年1回の浄化槽清掃実施状況を表しています。 
（2）環境への配慮を表す評価項目 

Ｂ 環境改善指数：76.0→85.0→87.0→89.0 【県下統一指標】 
 身近な河川環境等の把握、改善に向けた取り組み等の達成度を示しています。 
②  放流水基準に対する放流水質（農集）(%)：70.3→86.7→90.0→93.3 

放流水基準に対する実際の放流水の水質状況を示しています。 
※下水道法により標準活性汚泥等にかかる計画放流水質は15㎎/Lであることから独自 
指数（目標値）として放流水基準を設定しています。 

（3）生活との関連性を表す評価項目 
Ｃ 情報公開実施指数：74.0→74.0→78.1→99.0 【県下統一指標】 
 生活排水のしくみや維持管理の内容、経営状況等の12項目について、どのくらい広報等

で情報公開がなされているか指数で示しています。 
③  維持管理費回収率（農集、浄化槽）（％）：115.4→117.5→120.0→125.0 

使用料収入で維持管理費（資本費除く。汚泥処理処分費含む）が回収できているかを示
しています。 

栄村『水循環・資源循環のみち２０２２』構想 

                             【令和４年度策定】 
 

 栄村は、長野県の最北端、千曲川の最下流部に位置する人口１,７２０人、面積271
ｋ㎡の村です。村土の9割は森林であり、南部には、2,000ｍ級の山々がそびえ、
深い山あいから源を発し、多数の河川が千曲川に流れ込み、豊かな水系をなしてい
ます。 

この豊かな自然や水環境を後生に残すため、平成６年から生活排水対策（農集排、
浄化槽）を推進してきましが、人口減少や高齢化など社会情勢の変化への対応が求
められています。 

また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である住民の皆様の利便性や快適性
を持続していくため、今後も普及を促進し、適切な維持管理のもと運営を行う必要
があります。 
 このため、50 年先を見据えた経営計画に基づき、浄化槽の普及や処理場の改修、
維持管理の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営と良好な水と資源の循
環を目指すため、令和４年度に従来の構想を見直して、３0 年後までの生活排水
対策の構想である「栄村 水循環・資源循環のみち２０２２」を策定しました。 

利用者(住民)

の立場から見

た指標 

長期目標(R34)

(2052 年) 
中期目標(R14) 

(2032 年) 
短期目標(R9)
(2027 年) 

現状(R2) 
(2020 年) 
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■栄村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 
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■事業者（市町村）の立場から見た指標 
 
（1）事業の達成度を表す評価項目 

Ｄ 汚水処理人口普及率(%)：86.6→90.5→92.1→98.1 【県下統一指標】 
村全体の処理人口の割合を示しています。 
ただし、農集処理区については、農集への加入者人口により算出しています。 

④ 個別処理区内普及率(%)：85.1→89.4→91.2→97.9 
 個別処理区域内（浄化槽区域）における普及状況を示しています。 

（2）環境への貢献を表す評価項目 
Ｅ ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用指数（%）：100→100→100→100 【県下統一指標】 
 本村においては、浄化槽等の汚泥は全量が新潟県津南町地域において活用（堆肥化）さ

れています。 
⑤ 浄化槽適正管理率（%）：97.8→97→98→99 
 適正管理が行われている浄化槽（11条検査を受検し、かつ、不適正になっていない浄化

槽）を示しています。 
（3）経営改善の状況を表す評価項目 

Ｆ 経営健全度：77 →83→87→100 【県下統一指標】 
 経営計画どおり達成された場合の指数を健全度としています。令和34年まで計画どおり

達成されると100となります。 
⑥ 維持管理経費削減率（%）：1.7→3.2→4.7→5 

 生活排水処理（農集、浄化槽）にかかった維持管理費の削減率を示しています。 
 ※維持管理費には資本費（元利償還金）を含む。 

   

住民参画への取組み 

これまで、浄化槽や農業集落排水施設の整備により、住民と一体となって生活環境や河川環
境の改善に取り組み、一定の成果が得られました。 

令和３年度に新たに策定された栄村「水循環・資源循環のみち２０２２」構想に基づき、 
今後の排水処理施設の設置や改善計画、経営状況等について、幅広く情報提供を行い、住民の
協力により、いっそうの普及推進と維持管理の効率化に努めます。 
 さらに、生活排水対策のみならず、身近な水生生物や植物、自然環境についての調査活動を
進める中で、豊かな自然や水環境のいっそうの保全に努めます。 

事業者(栄村)

の立場から見

た指標 

長期目標(R34)

(2052 年) 
中期目標(R14)

(2032 年) 
短期目標(R9)
(2027 年) 

現状(R2) 
(2020 年) 
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■栄村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽設置基数過去の実績と今後の整備基数
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栄村『生活排水エリアマップ 2022』 

令和４年度策定  

 栄村の生活排水施設整備は、平成５年に生活排水処理基本計画が策定され、令和3
年度までに、村内のほぼ全域に合併処理浄化槽の整備を行う計画で、平成６年から浄
化槽の整備が進められてきました。 

しかしながら、現在の普及率は、約86%であり、今後もいっそうの普及推進が必
要です。生活排水エリアマップ2022では、平成5年のエリアマップを継続し、令和
34年度までの浄化槽整備を計画しています。 

生活排水エリアマップ 2022（概要図） 

 役場所在地である森･中条地区は集合処理区として、農業集落排水処理事業により、平成 9 年か

ら 13 年にかけて処理施設を整備し、平成 13 年から供用開始となり、令和 3 年 3 月末現在での

普及率は約 98％になりました。 

 森･中条地区を除く村内全域が浄化槽整備区域であり、平成 6 年と 7 年は個人設置型の浄化槽整

備事業、平成 8 年からは市町村設置型の整備事業により浄化槽を整備し、令和 3 年 3 月末現在の

浄化槽区域の普及率は約 85%となっています。 

  

農業集落排水 

森・中条地区 

千曲川 
（新潟県）

（飯山市） 

集合処理区域外 

浄化槽整備地区 
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■栄村「水循環・資源循環のみち 2022」構想 
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地震対策への取組み 

（1）市町村設置型浄化槽整備の現状 
   平成2７年に策定された基本計画では、令和２年度までに総事業費６億０９３０万円を

投じ、83.8％の普及を目標にしていました。令和２年度末現在では総事業費は６億８７７
0万円により535基が整備され、普及率は浄化槽区域内人口１，５４２人に対し、設置済
人口は１，３１４人と85.2％と目標を達成しています。 

今後の生活排水「２０２２」構想では令和３年から令和３４年度までに、普及率98％を
目指し、総事業費は２億９千万円を見込んでいます。 

 
（２）普及促進の取り組み 
   平成8年から市町村型の浄化槽整備に取り組み、保守点検や清掃業務等の維持管理は村

が業者委託により一括して行うようになり、住民は面倒な維持管理業務から解放されて、
快適な生活環境を享受することが可能となりました。 

また村が一括して維持管理を行うことで、経費が節減され、法定検査の確実な受検によ
り、安定的な水質の維持が図られています。 

   このほか下記のような優遇制度や利点があります。 
   

・個人で設置された浄化槽についても、希望があれば、村が個人から浄化槽施設の寄付採
納を受けて維持管理を行います。 

  ・浄化槽設置の負担金は浄化槽本体工事費の1割と比較的安価で設置が可能となります。 
・浄化槽設置に伴う工事負担金、排水設備や住宅の改造費について、償還期間が5年で、

100万円以内の資金融資が受けられます。村が2%の利子補給を行っていますので低利
資金の活用が可能となります。 

 
（３）普及促進への今後の課題  
   現在、普及が進まない大きな要因として、未普及世帯の大半は高齢者の世帯であり、所

得が少ない高齢者世帯にとっては、住宅の改造費や設置分担金も相当な負担となっている
ことが考えられます。 
 今後の普及に向けて、高齢者世帯への更なる補助金の上乗せなど必要な対策を検討し、
いっそうの普及推進を図ります。 

（1）地震被害想定への取組 
 ・集合処理区である森･中条地区において、幹線1号が重要幹線であり、延長は1,991mとな

ります。また、現在液状化が危惧される場所は特定されていません。 
 ・浄化槽については、耐積雪構造がとられており、地盤の状態にもよりますが、ある程度の

地震についても耐えられると想定されます。 
（2）地震対策の取組 
 ・排水処理施設については、施設の改築更新時の耐震化対策や農集排のBCP策定を検討する。

・発災後は、業者との連携によりマンホールや管渠、処理施設（浄化槽含む）の損傷ヶ所の
早期発見、早期復旧に努めます。 

 ・その他村防災計画により対応します。 
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栄村『バイオマス利活用プラン 20２２』 

令和４年度策定  

 栄村の生活排水施設系から発生する汚泥（バイオマス）は、浄化槽及び農業集落排
水処理施設、汲取りし尿に分かれています。浄化槽基数の増加により、その経費負担
も大きくなっています。 

このため、「バイオマス利活用プラン20２２」では、現状の汚泥処理の状況や将
来の汚泥量等の予測をし、今後の汚泥処理業務の効率化を検討するとともに、周辺市
町村との共同によるバイオマスの利活用を推進します。 

栄村における汚泥処理プラン 

「栄村」汚泥発生量予測 単位：t 

■汚泥処理の現状と将来 
  今回の基本計画では、令和34年度までに浄化槽を整備を完了する事で、年間発生汚泥量は

下記グラフのとおり、令和34年度にし尿23、浄化槽汚泥887㎥、農集汚泥46㎥としてい
ます。 

  また令和34年度以降の総汚泥量は、人口減少により、減少傾向が続くものと想定されます。
 
■広域行政区によるし尿・汚泥処理 
  新潟県の津南町、十日町市の一部（旧松之山町、旧中里村）と栄村の１市１町１村で構成

される津南地域衛生施設組合のし尿処理施設「アクアステーション」において、し尿と浄化
槽汚泥の最終処分が行われています。 

  処理施設は年間23,725㎥の処理能力を有し、令和２年度の処理量はし尿が2,099㎥、浄
化槽汚泥が3,363㎥と合わせて5,462㎥となり、そのうち栄村分は1,270㎥で、全体の
23.2%を占めています。 

  また、最終的に処理場で脱水処理された脱水汚泥157㎥（令和2年度）は津南町資源循環
活用施設（有機センター）で堆肥化され農地還元されています。 

  過去5年間のし尿及び浄化槽汚泥の搬入量をみると、５年前の平成2８年度との比較では、
浄化槽汚泥で18.8％の減、し尿で20.3％の減、総体では19.4％の減となっており、人口減
少に伴い減少傾向にある。 
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栄村『経営プラン 20２２』【令和４年度策定】 

 
 栄村では、平成6年から浄化槽の整備、平成8年から浄化槽の維持管理が行われて
おり、農業集落排水処理区である森･中条地区は平成13年度から供用開始となり、
維持管理が行われています。それぞれ特別会計により管理されており、その経営は、
使用料収入の他、一般会計からの繰入により賄われています。 

このため、将来にわたり持続可能な経営を行うため、50年先の状況まで見通し、
構想の策定目標年度の20年後までにできる改善計画を検討したうえで、経営計画で
ある「経営プラン2022」を策定しました。 

生活排水（浄化槽）の経営計画 

■浄化槽の管理 
  令和２年度末現在で、535基の浄化槽を管理しています。今後も１年間で5基程度設置し、

令和42年度までに195基を設置し、管理を行う計画です。 
維持管理については、使用者から月々使用料を徴収し、村が一括して保守点検や清掃等を

業者委託により行っています。 
法定検査は全基数実施され、現在不適正判定は若干あるが、適正な維持管理が行われてい

ます。なお、使用料については、保守点検、清掃、法定検査、通常の修繕費を基に算定され
ています。 

 
■経営の現状と予測 
  維持管理収支は、現在は使用料収入が維持管理費を上回っています。また、浄化槽工事費

の起債償還額まで含めた管理運営費と比較すると、管理運営費が使用料収入を上回り、令和
22年をピークにその後は徐々に減少していきます。また、料金改定を検討し、令和42年度
には黒字となるように経営改善を進める。 

 
■今後の経営計画  
  現在は維持管理経費を料金収入で補えているが、R4に公営企業へ移行するため、計画的に

料金の見直しをおこない、適正な料金設定をする必要がある。   
経営計画の全体像は、下記のグラフのとおりとなります。 

経営計画（浄化槽）
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生活排水（農集排）の経営計画 

■農集処理施設の管理 
  処理区は１地区で、平成１３年から供用開始されています。処理人口は令和2年度末 
 で178となっています。 
  使用料金は、使用水量によらず、各戸を浄化槽の人槽区分で算定することで、浄化槽と同
 一の料金体系により料金を設定しています。 
  汚泥搬出や保守点検は民間への業者委託により、適正な管理が実施されています。 
 
■経営の現状と予測 
  維持管理収支は、使用料収入が常に維持管理費を上回っており、５０年後にも黒字状態と
 なっています。 
  管理運営費との比較では、赤字が平成２０年をピークに減少し、令和15年より黒字に転 

じその後は、ほぼ横ばいで推移していきます。 
 
■今後の経営計画 
  処理施設の老朽化により、令和７年と令和２７年に施設改築や電気機械類の更新を計画 
 しています。使用料金については、浄化槽料金体系と連動しており、浄化槽使用料金の見直

時期に合わせて料金改定を行い経営の改善を図ります。 
 

経営計画（農集排）

スケジュール 

合併処理浄化槽 

処理区 

R４ 

構想策定

(202２) 

R９ 

短期目標

(2027) 

R14 

中期目標

(2032) 

R34 

長期目標

(2052) 

森･中条地区集合 

処理区 

R7 

施設改修

R27 

施設改修 

料
金
見
直
し 

料
金
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直
し 

料
金
見
直
し 
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